
中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
二
五
）

中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と

Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題

張　
　
　
　
　

光　
　

雲

一　

は
じ
め
に

ほ
か
の
多
く
の
国
々
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
に
お
い
て
も
家
庭
内
暴
力
は
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
に
お
い
て
は
、

「
い
く
ら
公
正
な
裁
判
官
で
も
、
家
庭
の
内
輪
も
め
を
裁
く
こ
と
に
は
手
を
焼
く
」（「
清
官
難
断
家
務
事
」）
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
よ
う

に
、
家
庭
内
暴
力
が
た
だ
の
「
夫
妻
喧
嘩
」
と
見
ら
れ
、
公
権
力
な
ど
が
な
か
な
か
そ
れ
に
介
入
し
よ
う
と
し
な
い
。
そ
の
転
機
を
迎
え

た
の
は
、
一
九
九
五
年
、
北
京
で
開
催
さ
れ
た
国
連
第
四
次
女
性
会
議
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
中
国
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
に
関
す

る
社
会
的
意
識
が
高
ま
っ
た
（
1
）

。
中
華
全
国
婦
女
連
合
会
（
以
下
「
全
国
婦
連
」
と
略
称
す
る
）
を
は
じ
め
と
す
る
各
関
連
機
関
は
、
家
庭
内

論　

説

四
九
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
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六
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暴
力
の
防
止
と
被
害
者
の
援
助
に
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
く
、
家
庭
内
暴
力
の
規
制
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
。

は
じ
め
は
、
関
連
の
法
規
に
家
庭
内
暴
力
を
規
制
す
る
条
文
を
入
れ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
司
法
解
釈
を
制
定
し
た
り
し
、
ま
た
は
試
験
的

に
関
連
法
規
の
施
行
地
域
を
設
け
、
新
し
い
制
度
を
実
験
的
に
運
用
し
て
、
辛
う
じ
て
家
庭
内
暴
力
の
規
制
に
対
応
し
て
き
た
。
こ
の
よ

う
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
、
よ
う
や
く
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
七
日
に
、
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
単
独
の
法
律
で
あ
る
『
中
華
人

民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
』（
以
下
「
反
家
庭
内
暴
力
法
」
と
略
称
す
）
が
公
布
さ
れ
、
二
〇
一
六
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
律

の
制
定
に
は
、
家
庭
内
暴
力
へ
早
期
に
公
権
力
を
介
入
さ
せ
う
る
こ
と
で
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
う
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
制
度
上
の
意

味
合
い
が
あ
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
が
、
反
家
庭
内
暴
力
法
の
制
定
自
体
は
、
国
家
が
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
毅
然
と
し
た
態
度
で

臨
む
こ
と
も
示
し
て
い
る
の
で
象
徴
的
な
意
義
を
持
つ
と
も
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
、
家
庭
内
暴
力
へ
の
法
的
規
制
が
整
備
さ
れ
つ
つ
も
、
公
的
機
関
の
助
け
を
求
め
、
家
庭
内
暴
力
を
止
め
さ
せ

る
の
が
な
お
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
度
重
な
る
家
庭
内
暴
力
に
耐
え
ら
れ
ず
に
、
家
庭
内
暴
力
の
被
害
者
が
家
庭
内
の
暴
君
に
反
撃
に
出

て
、
死
亡
さ
せ
た
り
重
い
傷
害
を
負
わ
せ
た
り
し
て
、
刑
事
事
案
の
被
告
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
は
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
反

撃
殺
傷
行
為
は
、
中
国
刑
事
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
、
又
は
法
的
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

本
稿
は
、
配
偶
者
（
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
）
間
暴
力
、
つ
ま
り
狭
義
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
（
2
）

（
Ｄ
Ｖ
、dom

estic violence

）

に
限
定
し
、
中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
の
現
状
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
法
的
規
制
（
と
り
わ
け
反
家
庭
内
暴
力
法
）
を
紹
介
し
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
刑
事
法

上
の
課
題
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

四
九
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
二
七
）

二　

中
国
の
Ｄ
Ｖ
の
現
状
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
状
況

㈠　

中
国
の
Ｄ
Ｖ
の
現
状

⑴　

Ｄ
Ｖ
の
現
状

中
国
の
Ｄ
Ｖ
の
現
状
に
つ
い
て
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
、
全
国
婦
連
と
国
家
統
計
局
が

共
同
で
行
な
っ
た
「
第
三
次
中
国
婦
女
社
会
地
位
調
査
」
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
、
女
性
被
害
者
を
焦
点
に
当
て
た
Ｄ
Ｖ
の
現
状

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
し
て
い
る
女
性
の
中
で
、
二
四
・
七
％
の
女
性
が
何
ら
か
の
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
こ
と
が

あ
り
、
ほ
ぼ
四
人
に
一
人
の
割
合
で
あ
っ
た
。
そ
の
被
害
内
容
の
う
ち
、
身
体
的
暴
力
は
五
・
五
％
で
あ
り
、
戸
籍
別
の
割
合
は
農
村
部

と
都
市
部
は
そ
れ
ぞ
れ
七
・
八
％
と
三
・
一
％
で
あ
っ
た
（
3
）

。

ま
た
、
従
来
の
調
査
の
結
果
を
ま
と
め
て
、
後
述
す
る
『
家
庭
内
暴
力
に
か
か
わ
る
婚
姻
案
件
の
審
理
の
指
南
』（
二
〇
〇
八
年
）
四
条

一
項
で
は
、
次
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
挙
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
指
南
に
お
い
て
は
、
中
国
で
の
家
庭
内
暴
力
の
発
生
率
は
、

二
九
・
七
％
か
ら
三
五
・
七
％
の
間
（
暗
数
を
含
ん
で
い
な
い
）
で
推
移
し
て
お
り
、
そ
の
九
〇
％
以
上
の
被
害
者
は
女
性
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
家
庭
内
暴
力
に
関
し
て
の
相
談
件
数
を
見
る
と
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
一
年
の
間
、
相
談
窓
口
で
あ
る
婦
連
の
組
織
系

統
に
お
い
て
受
理
し
た
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
相
談
の
件
数
は
、
毎
年
四
万
か
ら
五
万
件
で
あ
っ
た
（
4
）

。

中
国
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
問
題
の
深
刻
さ
が
窺
え
る
が
、
そ
の
一
方
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
こ
と

は
少
な
い
。
江
蘇
省
徐
州
市
の
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
の
三
年
間
、
同
市
に
お
い
て
三
一
、六
二
四
件
の
離
婚

四
九
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
二
八
）

案
件
が
あ
り
、
そ
の
中
に
、
当
事
者
が
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
と
主
張
し
た
の
は
、
八
、〇
〇
〇
件
を
超
え
た
が
、
最
終
的
に
Ｄ
Ｖ
が
あ
っ
た
と

認
定
し
た
の
は
た
だ
の
三
四
件
に
と
ど
ま
る
（
5
）

。

⑵　

民
衆
の
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
意
識

反
家
庭
内
暴
力
法
を
制
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
立
法
を
め
ぐ
る
民
衆
意
識
に
つ
き
、
二
〇
一
二
年
に
、
全
国
婦

連
が
行
な
っ
た
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
立
法
意
識
の
電
話
調
査
が
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
に
お
い
て
は
、
全
国
の
二
〇
の
省
・
自
治

区
・
直
轄
市
か
ら
一
、〇
二
五
の
有
効
サ
ン
プ
ル
を
得
ら
れ
た
が
、
八
四
・
九
％
の
被
調
査
者
は
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
単
独
の
立
法
が
必

要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
（
6
）

。
ま
た
、
同
調
査
に
お
い
て
は
、
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
民
衆
の
認
識
に
つ
い
て
の
調
査
項
目
も
あ
っ
た
。

「
家
庭
内
暴
力
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
被
調
査
者
の
割

合
は
、
八
七
・
三
％
に
と
ど
ま
り
、
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
答
え
た
割
合
は
、
一
二
・
七
％
を
占
め
た
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
が
違
法

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
違
法
で
あ
る
」
と
の
答
え
は
、
八
六
・
〇
％
に
と
ど
ま
り
、「
内
輪
も
め
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

違
法
で
は
な
い
」
と
の
答
え
と
「
何
と
も
言
え
な
い
」
と
の
答
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
・
六
％
と
九
・
四
％
が
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
で
わ
か
る

よ
う
に
、
民
衆
の
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
必
ず
し
も
高
く
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

⑶　

シ
ェ
ル
タ
ー
の
状
況

一
時
的
に
避
難
す
る
場
所
と
し
て
供
さ
れ
る
シ
ェ
ル
タ
ー
は
中
国
各
地
に
も
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、「
家
庭
内
暴
力
庇
護
セ
ン
タ
ー
」

な
ど
の
名
称
の
施
設
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
五
年
ま
で
に
全
国
の
四
〇
〇
近
く
の
都
市
に
設
置
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
以
来
、

お
よ
そ
延
べ
五
万
人
が
庇
護
セ
ン
タ
ー
を
利
用
し
て
い
た
（
7
）

。
三
、〇
〇
〇
近
く
が
あ
っ
た
県
レ
ベ
ル
の
都
市
に
対
し
、
四
〇
〇
近
く
の
都

市
に
し
か
シ
ェ
ル
タ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
見
る
と
、
そ
の
設
置
数
が
ま
だ
足
り
て
い
な
い
と
言
え
る
。

四
九
六



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
二
九
）

㈡　

Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
状
況

中
国
で
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
度
重
な
る
Ｄ
Ｖ
に
耐
え
か
ね
、
Ｄ
Ｖ
に
反
撃
行
為
に
出
て
、
刑
事
事
案
の
被
告
人
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
は
少

な
く
な
い
。
最
高
人
民
法
院
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
デ
ー
タ
で
は
、
家
庭
内
暴
力
に
関
連
す
る
殺
人
事
件
は
全
体
の
殺
人
事
件
の
一
〇
％
を

占
め
た
（
8
）

が
、
そ
の
中
の
女
性
加
害
者
の
多
く
は
、
も
と
も
と
Ｄ
Ｖ
の
被
害
者
で
あ
り
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
反
撃
と
し
て
家
庭
内
の
暴
君
を
殺
傷
し

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｖ
被
害
者
が
、
暴
力
を
免
れ
る
た
め
に
Ｄ
Ｖ
加
害
者
を
殺
害
し
た
り
重
傷
害
を
負
わ
せ
た
り
し

た
事
案
に
関
す
る
中
国
全
土
を
包
括
し
た
デ
ー
タ
は
な
く
、
断
片
的
な
も
の
し
か
確
認
で
き
な
い
。

ま
ず
、
幾
つ
か
の
各
地
婦
連
に
よ
る
女
子
刑
務
所
の
調
査
が
あ
る
。
江
蘇
省
婦
連
権
益
部
が
二
〇
〇
〇
年
に
江
蘇
省
南
通
監
獄
女
子
分

監
に
対
す
る
調
査
に
お
い
て
、
こ
の
刑
務
所
は
、
一
、四
七
七
人
女
子
受
刑
者
が
い
る
が
、
そ
の
う
ち
一
二
五
人
は
、
受
刑
の
原
因
に
家

庭
内
暴
力
と
直
接
的
に
関
係
し
、
九
三
人
は
長
期
に
わ
た
り
夫
か
ら
の
殴
打
や
虐
待
を
受
け
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
六
三
人
は
家
庭
内
暴
力

に
抗
し
て
殺
人
を
行
な
っ
た
（
9
）

。
福
建
省
福
州
市
婦
連
の
二
〇
〇
八
年
の
調
査
で
は
、
殺
人
と
重
傷
害
で
受
刑
中
の
女
子
受
刑
者
の

八
〇
％
は
、
Ｄ
Ｖ
に
対
し
て
反
撃
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
10
）

。
陝
西
省
婦
連
の
二
〇
〇
八
年
の
調
査
で
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら

二
〇
〇
八
年
に
か
け
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
の
発
生
率
は
、
前
年
比
で
毎
年
二
〇
│
三
〇
％
ず
つ
上
昇
し
た
が
、
家
庭
内
紛
争
に
よ
る
受

刑
中
の
女
子
受
刑
者
は
、
そ
の
九
五
％
が
夫
を
殺
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。

比
較
的
調
査
デ
ー
タ
が
揃
っ
て
い
る
調
査
は
、
雲
南
省
第
一
女
子
監
獄
に
対
す
る
調
査
が
あ
る
（
12
）

。
こ
の
調
査
に
よ
り
、
二
〇
〇
八
年
四

月
ま
で
、
こ
の
女
子
刑
務
所
に
お
い
て
の
殺
人
罪
又
は
重
傷
害
罪
で
受
刑
中
の
女
子
受
刑
者
は
、
二
二
三
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の

一
七
三
人
は
、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
に
反
抗
す
る
た
め
に
殺
人
や
重
傷
害
を
行
な
っ
た
者
で
あ
り
（
13
）

、
全
体
の
七
七
・
六
％
を
占
め
て
い
る
。
殺
人

罪
と
傷
害
罪
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
三
・
二
％
と
二
六
・
八
％
で
あ
っ
た
。
反
撃
行
為
に
出
た
動
機
か
ら
見
る
と
、
そ
の
九
〇
・
九
％
の

四
九
七
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動
機
は
、
夫
の
加
害
か
ら
脱
却
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
残
り
の
九
・
一
％
は
、
報
復
の
気
持
ち
で
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
刑
期
を
み

る
と
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
が
二
二
・
一
％
、
無
期
懲
役
が
三
〇
・
九
％
、
一
〇
年
以
上
の
有
期
懲
役
が
二
七
・
一
％
で
あ
っ
て
、
長

い
刑
期
が
目
立
ち
、
一
〇
年
以
下
が
八
・
〇
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
同
じ
雲
南
省
第
一
女
子
監
獄
の
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
八
日
付
の
調
査
で
は
、
二
九
四
五
人
の
女
子
受
刑
者
の
中
、
一
一
七
人

が
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
中
の
三
三
人
は
、
家
庭
内
暴
力
に
反
撃
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
14
）

。
た
だ
し
、
そ
の
他

の
八
四
人
は
、
ど
の
よ
う
な
原
因
で
家
族
を
殺
傷
し
た
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
を
行
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
四
川
省
の
あ
る
女
子
刑
務
所
の
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
の
調
査
（
15
）

が

あ
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
の
原
因
で
夫
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
殺
害
し
又
は
重
傷
害
を
負
わ
せ
た
受
刑
者
に
対
し
、
一
七
〇
件
の

調
査
票
を
配
っ
た
が
、
一
四
六
件
が
回
収
で
き
、
一
二
一
の
有
効
ア
ン
ケ
ー
ト
を
得
た
。
一
二
一
の
有
効
サ
ン
プ
ル
の
中
、
も
し
Ｄ
Ｖ
加

害
者
の
暴
力
を
止
め
る
ほ
か
の
方
法
が
あ
れ
ば
、
殺
さ
な
か
っ
た
と
答
え
た
の
は
、
六
七
人
で
あ
っ
て
、
全
体
の
五
五
・
四
％
を
占
め
た
。

夫
又
は
パ
ー
ト
ナ
ー
を
殺
害
し
た
の
は
、
Ｄ
Ｖ
を
止
め
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

三　

Ｄ
Ｖ
へ
の
法
的
対
応

法
律
に
よ
り
家
庭
内
暴
力
を
規
制
し
始
め
た
の
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
16
）

。
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
法
律
は
、
反

家
庭
内
暴
力
法
の
制
定
前
に
、
既
に
多
く
の
法
律
が
家
庭
内
暴
力
を
規
制
し
た
。
こ
こ
で
は
、
民
事
法
上
の
規
制
、
反
家
庭
内
暴
力
法
と

刑
事
法
上
の
規
制
に
分
け
て
、
そ
の
重
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を
紹
介
す
る
。

四
九
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
一
）

㈠　

民
事
法
上
の
規
制

⑴　

婚
姻
法
関
係

①
婚
姻
法

二
〇
〇
一
年
に
改
正
さ
れ
た
『
婚
姻
法
』
に
は
、
家
庭
内
暴
力
の
防
止
に
関
す
る
規
定
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
中
国
に
お

い
て
、
法
規
と
し
て
初
め
て
家
庭
内
暴
力
を
規
制
し
た
も
の
で
あ
る
（
17
）

。
ま
ず
、
原
則
の
規
定
に
お
い
て
は
、
三
条
二
項
に
「
家
庭
内
暴
力

を
禁
ず
る
。」
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
法
定
離
婚
事
由
の
一
つ
（
三
二
条
三
項
三
号
）
と
し
て
は
、
家
庭
内
暴
力
を
例
示

し
て
お
り
、
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
に
よ
り
離
婚
を
招
い
た
場
合
は
、
被
害
者
が
加
害
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
四
六
条
三
号
）
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
居
民
委
員
会
或
い
は
村
民
委
員
会
、
又
は
所
属
勤
務
先
に
助
け
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
（
四
三
条
一
項
、
二
項
）。
さ
ら
に
、
公
的
機
関
が
家
庭
内
暴
力
へ
の
介
入
が
消
極
的
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
、
被
害
者
が

処
罰
を
求
め
る
場
合
に
は
、
公
安
機
関
は
治
安
管
理
処
罰
の
法
規
に
基
づ
い
て
治
安
処
罰
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
四
三
条
三
項
）、
又

は
家
庭
内
暴
力
に
よ
っ
て
犯
罪
を
構
成
し
た
場
合
に
は
、
法
に
基
づ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
（
四
五
条
）
と
し
て
い
る
。

②
婚
姻
法
の
司
法
解
釈

二
〇
〇
一
年
一
二
月
に
最
高
人
民
法
院
が
制
定
し
た
『
婚
姻
法
』
に
関
す
る
司
法
解
釈
で
あ
る
『「
中
華
人
民
共
和
国
婚
姻
法
」
の
適

用
す
る
際
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
（
一
）』（
法
釈
〔
二
〇
〇
一
〕
三
〇
号
）
に
お
い
て
は
、
中
国
で
「
家
庭
内
暴
力
」
の
定
義
に
つ

き
初
め
て
法
的
規
範
に
お
い
て
、
そ
れ
を
規
定
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
司
法
解
釈
の
一
条
の
前
段
に
家
庭
内
暴
力
に
つ
い
て
は
、「
行
為

者
が
、
殴
打
、
ふ
ん
縛
り
、
傷
め
、
人
身
の
自
由
の
強
引
的
制
限
そ
の
他
方
法
を
も
っ
て
、
ほ
か
の
家
庭
の
構
成
員
の
身
体
や
精
神
な
ど

四
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
二
）

に
一
定
の
傷
害
結
果
を
も
た
ら
し
た
行
為
で
あ
る
。」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
条
の
後
段
に
「
持
続
的
・
日
常
的
な
家
庭
内
暴
力

は
、
虐
待
を
構
成
す
る
。」
と
も
規
定
し
て
い
る
。

③
家
庭
内
暴
力
に
か
か
わ
る
婚
姻
案
件
の
審
理
の
指
南

法
律
、
司
法
解
釈
等
の
よ
う
な
法
規
範
で
は
な
い
が
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
離
婚
案
件
の
司
法
実
務
に
お
い
て
大
き
な
役
割
を
果
た

す
規
則
と
し
て
、
二
〇
〇
八
年
三
月
に
最
高
人
民
法
院
に
所
属
す
る
中
国
応
用
法
学
研
究
所
が
作
成
し
た
『
家
庭
内
暴
力
に
か
か
わ
る
婚

姻
案
件
の
審
理
の
指
南
』（
以
下
『
審
理
指
南
』
と
称
す
る
）
が
あ
る
。
こ
の
指
南
は
、
最
初
は
九
つ
の
地
方
人
民
法
院
に
お
い
て
試
験
的
に

実
施
さ
れ
た
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
、
実
施
す
る
地
方
人
民
法
院
が
七
三
を
数
え
る
ま
で
広
が
っ
た
。
こ
の
『
審
理
指
南
』
は
、
後
に
制

定
さ
れ
た
反
家
庭
内
暴
力
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
両
者
の
内
容
に
は
重
複
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
反
家
庭
内
暴
力
法
を

紹
介
す
る
時
に
、
関
連
部
分
を
一
緒
に
触
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

ま
ず
、『
審
理
指
南
』
に
お
い
て
は
、
日
本
の
Ｄ
Ｖ
防
止
法
に
お
い
て
の
保
護
命
令
に
相
当
す
る
制
度
で
あ
る
「
人
身
安
全
保
護
令
」

が
創
設
さ
れ
た
が
、
人
身
安
全
保
護
令
を
申
請
す
る
に
は
、
離
婚
訴
訟
の
係
争
中
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
離
婚
す
る
際
に
、
夫
妻
の
共
有
財
産
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
有
利
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
女
性
が
長
年

に
わ
た
っ
て
、「
相
夫
教
子
」（「
夫
を
助
け
、
子
を
教
え
る
」）
と
い
っ
た
慣
習
に
よ
り
家
庭
内
に
と
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
社
会
に
お

け
る
仕
事
の
能
力
な
ど
が
低
下
し
た
と
い
う
現
実
を
鑑
み
、
離
婚
す
る
時
の
共
有
財
産
を
分
割
す
る
に
際
し
て
は
、
そ
の
補
償
と
し
て

Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
多
め
に
割
り
当
て
る
べ
き
と
し
て
い
る
（
五
三
条
）。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｖ
が
認
定
さ
れ
た
離
婚
案
件
に
お
い
て
は
、
被
害
者
に

治
療
が
必
要
な
場
合
（
五
五
条
）、
家
庭
内
暴
力
に
よ
り
被
害
者
が
仕
事
を
失
っ
た
り
、
影
響
さ
れ
た
り
し
た
場
合
（
五
五
条
）、
又
は
Ｄ
Ｖ

加
害
者
に
大
学
で
の
教
育
を
受
け
る
機
会
を
与
え
た
り
資
金
を
提
供
し
た
り
し
、
若
し
く
は
加
害
者
の
事
業
を
支
持
し
て
自
分
の
利
益
を

五
〇
〇



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
三
）

犠
牲
に
し
た
た
め
、
被
害
者
の
離
婚
後
の
生
活
環
境
や
仕
事
の
能
力
が
低
下
し
た
可
能
性
が
あ
る
場
合
（
五
六
条
）、
又
は
家
事
、
子
ど
も

の
養
育
若
し
く
は
家
の
年
寄
り
へ
の
世
話
に
お
い
て
貢
献
が
大
き
い
場
合
（
五
七
条
）
に
つ
い
て
、
原
則
的
に
被
害
者
に
共
有
財
産
の
分

割
の
割
合
が
七
〇
％
を
下
回
っ
て
は
な
ら
ず
、
又
は
加
害
者
が
財
産
を
隠
し
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
割
合
が
八
〇
％
を
下
回
っ
て
は
な
ら

な
い
（
五
八
条
）
と
し
て
い
る
。

⑵　

そ
の
他

①
婦
女
権
益
保
護
法

二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
た
『
婦
女
権
益
保
護
法
』
四
六
条
に
女
性
に
対
す
る
家
庭
内
暴
力
を
禁
じ
る
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
第
四
六
条
は
「
①
婦
女
に
対
す
る
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
こ
と
を
禁
じ
る
。
②
国
家
が
措
置
を
取
り
、
家
庭
内
暴
力
を
予

防
し
制
止
す
る
。
③
公
安
、
民
政
、
司
法
行
政
等
の
部
門
、
都
市
部
並
び
に
農
村
部
の
基
層
大
衆
自
治
組
織
、
又
は
社
会
団
体
は
、
各
自

の
職
責
の
範
囲
内
に
お
い
て
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
制
止
し
、
法
に
基
づ
い
て
被
害
を
受
け
た
婦
女
を
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
宣
言
的
も
の
で
あ
る
が
、
省
レ
ベ
ル
や
市
レ
ベ
ル
の
各
地
方
政
府
に
、
よ
り
具
体
的
な
家
庭
内
暴
力
の

防
止
や
被
害
者
の
支
援
に
関
す
る
条
例
の
制
定
を
推
進
し
た
。

②
民
事
訴
訟
法

二
〇
一
二
年
に
改
正
さ
れ
た
『
民
事
訴
訟
法
』
第
一
〇
〇
条
に
「
人
身
安
全
保
護
令
」
制
度
が
正
式
に
導
入
さ
れ
、
全
国
に
適
用
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、『
審
理
指
南
』
と
同
様
、
離
婚
訴
訟
の
係
争
に
係
わ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

③
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
制
止
す
る
こ
と
に
関
す
る
若
干
の
意
見

二
〇
〇
八
年
七
月
に
全
国
婦
連
、
中
央
宣
伝
部
、
最
高
人
民
検
察
院
、
公
安
部
、
民
政
部
、
司
法
部
と
衛
生
部
の
七
つ
の
部
門
に
よ
っ

五
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
四
）

て
出
さ
れ
た
『
家
庭
内
暴
力
を
予
防
し
制
止
す
る
こ
と
に
関
す
る
若
干
の
意
見
』（
婦
字
〔
二
〇
〇
八
〕
二
八
号
）
は
、
各
関
連
部
門
の
連

携
の
下
に
家
庭
内
暴
力
に
対
応
す
る
と
強
調
し
て
い
る
。
従
来
の
警
察
が
家
庭
内
暴
力
に
積
極
的
に
介
入
し
な
か
っ
た
こ
と
を
改
め
よ
う

と
し
て
、
警
察
へ
の
緊
急
用
通
話
番
号
（「
一
一
〇
」）
に
家
庭
内
暴
力
の
通
報
が
あ
っ
た
場
合
は
、
警
察
が
現
場
に
出
動
す
べ
き
と
規
定

し
て
い
る
（
八
条
）。

㈡　

反
家
庭
内
暴
力
法

反
家
庭
内
暴
力
法
は
、
六
章
建
て
の
三
八
カ
条
と
構
成
し
て
い
る
（
18
）

が
、
柱
と
な
っ
て
い
る
制
度
は
、
通
告
義
務
制
度
、
誡
告
制
度
、
人

身
安
全
保
護
命
令
制
度
の
三
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
通
告
義
務
制
度
に
お
い
て
の
被
害
者
は
行
為
無
能
力
者
と
制
限
行
為
能
力
者
に
限
定

し
て
い
る
の
で
、
Ｄ
Ｖ
の
場
合
は
通
常
そ
の
適
用
の
対
象
外
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
次
は
、
こ
の
法
律
に
お
け
る
主
な
内
容
で
あ
る
暴
力

定
義
、
誡
告
制
度
及
び
人
身
安
全
保
護
令
制
度
を
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

⑴　

暴
力
の
定
義
と
規
制
対
象

二
条
は
、「
こ
の
法
律
に
言
う
家
庭
内
暴
力
と
は
、
家
庭
の
構
成
員
の
間
に
お
い
て
、
殴
打
、
ふ
ん
縛
り
、
傷
め
、
人
身
自
由
の
制
限

及
び
思
う
ま
ま
に
侮
り
の
の
し
り
、
脅
か
し
等
の
方
法
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
た
身
体
又
は
精
神
等
の
侵
害
行
為
を
指
す
。」
と
規
定
し
て

い
る
。

こ
の
定
義
か
ら
見
る
と
、
規
制
の
対
象
者
は
、
家
庭
の
構
成
員
に
限
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
附
則
の
第
三
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
家
庭

構
成
員
以
外
で
共
同
生
活
し
て
い
る
人
と
の
間
に
行
な
わ
れ
た
暴
力
行
為
も
こ
の
法
律
の
規
定
を
参
照
し
て
適
用
す
る
と
し
て
い
る
の
で
、

同
居
し
て
い
る
パ
ー
ト
ナ
ー
も
規
制
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
条
文
を
見
る
限
り
で
は
、
元
配
偶
者
や
元
パ
ー
ト
ナ
ー
を
規
制
の
対
象
と

五
〇
二



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
五
）

は
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
暴
力
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
法
の
司
法
解
釈
の
規
定
を
踏
襲
し
、
身
体
的
暴
力
と
精
神
的
暴
力
を
例
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、

『
審
理
指
南
』
三
条
の
よ
う
に
、
性
的
暴
力
や
経
済
的
暴
力
を
明
記
す
る
ま
で
に
踏
み
切
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
法
的
責
任
は
、
三
三
条
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、

「
家
庭
内
暴
力
を
振
る
い
、
治
安
管
理
違
反
行
為
を
構
成
し
た
場
合
は
、
法
に
基
づ
い
て
治
安
管
理
処
罰
に
付
し
、
又
は
犯
罪
を
構
成
し

た
場
合
は
、
法
に
基
づ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
。」
と
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
治
安
管
理
処
罰
法
や
刑
法
の
関
連
条
文
が
適
用
さ

れ
る
。

⑵　

誡
告
制
度

誡
告
制
度
は
、
治
安
管
理
処
罰
を
科
す
程
度
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
に
対
し
、
暴
力
を
振
る
わ
な
い
よ
う
に

警
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
日
本
の
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
に
お
け
る
警
察
が
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
者
に
対
し
て
つ
き
ま
と
い
等

を
し
な
い
よ
う
警
告
す
る
制
度
と
似
通
っ
て
い
る
。

①
誡
告
の
種
類
と
誡
告
書
の
内
容

誡
告
は
、
口
頭
形
式
と
書
面
形
式
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
公
安
機
関
が
そ
れ
を
執
行
す
る
。
一
六
条
一
項
に
は
、「
家
庭
内
暴
力
の
情

節
が
比
較
的
に
軽
く
、
法
に
基
づ
い
て
治
安
管
理
の
処
罰
に
付
さ
な
い
場
合
は
、
公
安
機
関
が
加
害
者
に
対
し
、
叱
責
し
て
教
育
し
、
又

は
誡
告
書
を
与
え
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

誡
告
書
の
記
載
内
容
は
、
同
二
項
に
「
誡
告
書
は
、
そ
の
内
容
が
加
害
者
の
身
分
情
報
、
家
庭
内
暴
力
の
事
実
の
記
述
、
及
び
加
害
者

に
対
し
家
庭
内
暴
力
を
振
る
う
こ
と
を
禁
じ
る
等
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

五
〇
三



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
六
）

②
誡
告
の
送
達
と
監
督

誡
告
の
送
達
と
監
督
に
つ
い
て
は
、
一
七
条
に
「
①
公
安
機
関
は
、
誡
告
書
を
加
害
者
と
被
害
者
に
送
付
し
、
且
つ
居
民
委
員
会
又
は

村
民
委
員
会
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
又
は
公
安
派
出
所
は
、
誡
告
書
を
受
け
た
加
害
者
と
被
害

者
に
対
し
、
実
地
調
査
を
行
な
い
、
加
害
者
が
再
び
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
な
い
よ
う
に
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て

い
る
。

誡
告
に
違
反
し
た
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
不
利
益
に
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
警
察
機
関
が
治
安
管
理
処
罰
の
権
限
を
持
っ
て
い
る
の
で
、

警
察
の
介
入
、
と
り
わ
け
警
察
に
よ
る
書
面
の
誡
告
書
は
、
加
害
者
に
与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
が
大
き
く
、
心
理
的
な
拘
束
力
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

誡
告
書
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
制
度
が
確
立
し
た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ど
の
程
度
の
効
果
が
あ
る
の
か
が
ま
だ
分
か
ら
な

い
。
た
だ
し
、
全
国
で
施
行
さ
れ
る
前
に
、
誡
告
制
度
を
実
験
的
に
導
入
し
た
江
蘇
省
（
19
）

の
南
京
市
の
例
を
み
る
と
、
そ
の
効
果
が
か
な
り

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
以
前
に
南
京
市
全
市
の
家
庭
内
暴
力
に
関
す
る
警
察
出
動
の
年
間
件
数
は
、
約
三
、〇
〇
〇

件
で
あ
っ
た
（
20
）

が
、
同
年
一
一
月
に
誡
告
制
度
の
導
入
以
降
、
そ
の
数
が
年
間
で
三
一
％
減
の
、
一
、七
九
一
件
ま
で
に
減
少
し
た
。
ま
た
、

二
〇
一
三
年
に
下
さ
れ
た
三
一
三
件
（
そ
の
中
、
配
偶
者
間
に
係
わ
る
の
が
二
八
八
件
で
あ
っ
た
）
す
べ
て
の
「
家
庭
内
暴
力
を
制
止
す
る
法

律
誡
告
書
」
は
、
違
反
例
が
な
く
、
家
庭
内
暴
力
が
再
び
振
る
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
（
21
）

。

ま
た
、
誡
告
書
は
家
庭
内
暴
力
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠
に
も
な
る
の
で
、
裁
判
な
ど
で
証
明
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
証
拠

と
し
て
提
出
で
き
る
意
義
は
大
き
い
。
例
え
ば
、
二
〇
条
の
「
人
民
法
院
は
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
案
件
を
審
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、

公
安
機
関
の
現
場
出
動
記
録
、
誡
告
書
又
は
負
傷
鑑
定
意
見
等
の
証
拠
に
よ
り
、
家
庭
内
暴
力
の
事
実
を
認
定
す
る
。」
と
い
う
規
定
が

五
〇
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
七
）

あ
る
。

⑶　

人
身
安
全
保
護
令

人
身
安
全
保
護
令
制
度
は
、
反
家
庭
内
暴
力
法
の
中
核
と
な
っ
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
第
四
章
（
二
三
│
三
二
条
）
の
全
章
で
は
こ
の

制
度
を
規
定
し
て
い
る
。
な
お
、
人
身
安
全
保
護
令
は
、
民
事
訴
訟
法
な
ど
に
お
い
て
、
離
婚
訴
訟
の
係
争
中
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
て

い
る
が
、
反
家
庭
内
暴
力
法
は
そ
れ
を
前
提
と
し
な
い
。

①
人
身
安
全
保
護
令
の
申
立
て

イ　

申
立
て
の
条
件

家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
又
は
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
現
実
的
な
危
険
に
直
面
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
層
人
民
法
院
に
対
し
、

人
身
安
全
保
護
令
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
身
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
言
う
「
家
庭
内
暴
力
」
は
、

身
体
に
対
す
る
暴
力
、
又
は
生
命
身
体
の
危
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

申
立
て
は
、
そ
の
形
式
的
要
件
と
し
て
、
特
定
の
申
請
対
象
者
と
具
体
的
な
請
求
内
容
が
あ
り
（
二
七
条
一
号
と
二
号
）、
そ
の
実
質
的

要
件
と
し
て
、
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
又
は
家
庭
内
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
現
実
的
な
危
険
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
同
三
号
）

が
、
そ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
家
庭
内
暴
力
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
資
料
と
し
て
は
、
負
傷
部
位
の
写
真
、
診
断
書
、
警
察

へ
の
通
報
の
記
録
、
目
撃
者
の
証
言
、
支
援
機
構
の
記
録
或
い
は
証
明
、
加
害
者
の
保
証
書
、
加
害
者
の
脅
迫
メ
ー
ル
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
被
害
者
の
保
護
の
視
点
か
ら
、
証
拠
に
対
す
る
審
査
が
あ
ま
り
に
厳
し
す
ぎ
な
い
方
が
よ
く
、
通
常
の
家
庭
内
暴
力
の
特
徴
に
合

致
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
人
身
安
全
保
護
令
を
出
す
べ
き
で
あ
る
（
22
）

。

五
〇
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
八
）

ロ　

申
立
て
の
方
法

申
立
て
は
、
本
人
と
代
理
の
二
種
類
が
あ
る
。
本
人
の
申
立
て
は
、
基
本
で
あ
る
が
、
二
三
条
二
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
代
理
申
請
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
本
人
が
行
為
無
能
力
者
若
し
く
は
限
定
行
為
能
力
者
で
あ
り
、
又
は
強
制
さ
れ
若
し
く
は
脅
迫
さ
れ
た
等
の
原
因
で

人
身
安
全
保
護
令
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
近
親
者
、
公
安
機
関
、
婦
女
聯
合
会
、
居
民
委
員
会
、
村
民
委
員
会
又

は
救
助
管
理
機
構
が
本
人
に
代
わ
っ
て
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
申
立
て
の
形
式
は
、
二
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
原
則
的
に
書
面
に
よ
る
が
、
書
面
に
よ
る
申
立
て
が
困
難
な
場
合
に
は
、
口
頭

で
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
人
民
法
院
が
そ
れ
を
記
録
す
る
。

人
身
安
全
保
護
令
の
申
立
て
の
管
轄
は
、
基
層
人
民
法
院
で
あ
る
が
、
申
請
者
の
利
便
性
が
考
慮
さ
れ
、
申
請
者
の
居
住
地
、
申
請
対

象
者
の
居
住
地
、
又
は
家
庭
内
暴
力
の
発
生
地
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
二
五
条
）

②
審
理
期
限

人
身
安
全
保
護
令
の
審
理
期
限
は
、
比
較
的
短
時
間
で
あ
る
。
二
八
条
に
よ
れ
ば
、
人
民
法
院
は
、
申
立
て
を
受
理
し
て
か
ら
、
七
二

時
間
内
に
人
身
安
全
保
護
令
を
発
令
し
、
又
は
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
状
況
が
緊
急
で
あ
る
場
合
は
、
二
四
時
間
内
に
発

令
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

緊
急
の
場
合
は
、
民
事
訴
訟
法
で
は
、
四
八
時
間
以
内
に
発
令
す
る
と
し
て
い
る
が
、
反
家
庭
内
暴
力
法
は
、
こ
れ
よ
り
半
減
し
て

二
四
時
間
ま
で
短
縮
し
た
。
な
お
、
審
理
の
期
限
は
、
休
日
が
算
入
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
緊
急
の
場
合
は
、
す

ば
や
く
発
令
す
る
の
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

五
〇
六



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
三
九
）

③
人
身
安
全
保
護
令
の
発
令

イ　

人
身
安
全
保
護
令
の
種
類

二
九
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
命
令
は
、
暴
力
禁
止
命
令
措
置
（
一
号
）、
迷
惑
行
為
禁
止
命
令
措
置
と
接
近
禁
止
命
令
措
置
（
二
号
）、

退
去
命
令
措
置
（
三
号
）、
そ
の
他
の
保
護
措
置
（
四
号
）
の
四
種
類
が
あ
る
。

一
号
の
暴
力
禁
止
命
令
措
置
に
つ
い
て
は
、
注
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
暴
力
を
振
る
こ
と
が
も
と
も
と
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
禁
止
し
な
く
て
も
い
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
命
令
に
は
、
警
告
の
意
味
合
い
が
あ
る
。

二
号
の
禁
止
命
令
措
置
は
、
申
請
者
及
び
そ
の
近
親
者
に
嫌
が
ら
せ
、
付
き
纏
い
、
又
は
う
ろ
つ
き
を
禁
止
す
る
と
し
て
い
る
。
正
当

な
理
由
が
な
く
、
深
夜
の
電
話
、
メ
ー
ル
送
信
、
不
安
を
引
き
起
こ
す
物
品
の
送
付
等
の
迷
惑
行
為
、
又
は
Ｇ
Ｐ
Ｓ
な
ど
を
使
っ
て
被
害

者
の
居
場
所
を
測
定
す
る
等
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
保
護
の
対
象
は
、
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
未
成
年
の
子
や
そ
の
他
近
親
者
、

特
に
そ
の
両
親
も
保
護
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
子
へ
の
接
近
禁
止
命
令
や
親
族
へ
の
接
近
禁
止
命
令
が
含
ま
れ
て
い
る
。

三
号
の
退
去
命
令
措
置
は
、
申
請
対
象
者
に
対
し
、
申
請
者
の
住
所
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
命
じ
る
措
置
で
あ
る
。
被
害
者
が
避
難
す

る
の
で
は
な
く
、
暴
力
を
振
る
っ
た
加
害
者
が
そ
の
不
利
益
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
が
基
本
に
あ
る
。

四
号
の
そ
の
他
の
保
護
措
置
は
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
あ
る
程
度
の
柔
軟
性
を
持
た
せ
た
包
括
的
な
受
け
皿
規
定
で
あ
り
、
被

害
者
の
保
護
の
必
要
に
応
じ
て
、
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、『
審
理
指
南
』
二
七
条
に
規
定
し
て
い
る
、
夫
妻
の
共

同
財
産
を
勝
手
に
処
分
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
や
、
申
請
対
象
者
に
心
理
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
後
述
す
る
『
法
に
基
づ
き
家
庭
内
暴
力
の
犯
罪
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
見
』（
法
発
〔
二
〇
一
五
〕
四
号
）
二
四

条
に
、
Ｄ
Ｖ
を
振
る
っ
た
た
め
保
護
観
察
対
象
者
に
な
っ
た
者
に
対
し
Ｄ
Ｖ
認
知
行
動
矯
正
を
行
な
う
こ
と
が
あ
る
。

五
〇
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
〇
）

ま
た
、
二
八
条
の
規
定
で
は
、
人
身
安
全
保
護
令
に
付
随
す
る
内
容
と
し
て
、
申
請
者
の
生
活
費
、
医
療
費
や
未
成
年
の
子
の
養
育
費

の
支
払
い
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ　

保
護
の
期
限
と
事
情
の
変
更

三
〇
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
人
身
安
全
保
護
令
の
裁
定
を
下
さ
れ
た
日
か
ら
、
そ
の
効
力
が
生
じ
る
の
で
、
期
限
も
裁
定
の
日
か
ら
起

算
す
る
。
ま
た
、
人
身
安
全
保
護
令
の
期
限
は
、
六
ヶ
月
を
超
え
て
は
い
け
な
い
が
、
そ
の
効
力
が
な
く
な
る
前
に
、
申
請
者
が
人
民
法

院
に
対
し
、
人
身
安
全
保
護
令
を
取
り
消
し
、
変
更
し
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ　

送
達
、
執
行
と
執
行
協
力

三
二
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
人
身
安
全
保
護
令
が
発
令
さ
れ
た
後
、
申
請
者
と
申
請
対
象
者
に
送
達
す
る
ほ
か
、
公
安
機
関
、
又
は
居

民
委
員
会
或
い
は
村
民
委
員
会
等
の
関
連
機
関
に
も
送
達
す
る
。
人
身
安
全
保
護
令
は
人
民
法
院
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
る
が
、
公
安
機
関
、

又
は
居
民
委
員
会
或
い
は
村
民
委
員
会
等
は
そ
の
執
行
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
不
服
の
申
立
て

三
一
条
に
不
服
の
救
済
措
置
は
設
け
ら
れ
て
い
る
。
申
請
が
却
下
さ
れ
た
申
請
者
又
は
人
身
安
全
保
護
令
の
対
象
者
は
、
五
日
以
内
に

裁
定
を
下
し
た
人
民
法
院
に
対
し
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
服
の
申
立
て
は
、
一
回
に
限
り
、
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。人

身
安
全
保
護
令
の
裁
定
が
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
期
間
中
に
お
い
て
、
そ
の
執
行
が
停
止
し
な
い
。

⑤
違
反
の
法
的
責
任

人
身
安
全
保
護
令
に
違
反
し
た
場
合
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
三
四
条
に
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
四
条
は
「
申
請
対
象
者
は
、

五
〇
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
一
）

人
身
安
全
保
護
令
に
違
反
し
、
犯
罪
に
該
当
し
た
場
合
は
、
法
に
基
づ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
。
犯
罪
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
人

民
法
院
は
、
訓
戒
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
情
節
の
軽
重
に
よ
り
一
千
元
以
下
の
過
料
又
は
十
五
日
以
下
の
拘
留
に
処
す
る
こ
と
が
で

き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
前
段
の
犯
罪
と
な
る
場
合
の
罪
は
、
刑
法
三
一
三
条
の
「
人
民
法
院
の
判
決
及
び
裁
定
の
執
行
拒
絶
罪
」

の
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
後
段
は
、
人
身
安
全
保
護
令
の
違
反
行
為
に
対
し
て
、
人
民
法
院
が
直
接
に
処
罰
を
下
す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
拘
留
は
い
わ
ゆ
る
「
司
法
拘
留
」
で
あ
る
（
23
）

。

な
お
、
人
身
安
全
保
護
令
の
申
請
に
関
す
る
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
は
、
反
家
庭
内
暴
力
法
に
規
定
が
な
い
が
、『
審
理
指
南
』
八
〇
条

の
規
定
で
は
、
人
身
安
全
保
護
令
の
裁
定
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
何
ら
か
の
費
用
を
納
入
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
い
る
。

㈢　

刑
事
法
上
の
規
制

刑
事
法
上
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
規
制
は
、
刑
法
、
治
安
管
理
処
罰
法
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の

司
法
解
釈
と
し
て
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
、
公
安
部
及
び
司
法
部
が
共
同
で
制
定
し
た
『
法
に
基
づ
き
家
庭
内
暴
力
の
犯

罪
案
件
を
処
理
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
見
』（
以
下
は
、『
処
理
意
見
』
と
称
す
る
。）
が
あ
る
が
、
こ
の
『
処
理
意
見
』
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

の
処
理
に
お
い
て
は
、
よ
り
実
質
的
に
係
わ
る
の
で
、
本
稿
の
第
四
部
分
で
関
連
部
分
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

⑴　

刑
法

①
概
観

刑
法
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
の
規
制
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
罪
名
は
、
殺
人
罪
（
二
三
二
条
）、
過
失
致
死
罪
（
二
三
三
条
）、
傷
害
罪

（
二
三
四
条
）、
過
失
重
傷
害
罪
（
二
三
五
条
）、
強
姦
罪
（
二
三
六
条
）、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
（
二
三
七
条
）、
不
法
拘
禁
罪
（
二
三
八
条
）、
侮
辱

五
〇
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
二
）

罪
（
二
四
六
条
）、
誹
謗
罪
（
二
四
六
条
）、
重
婚
罪
（
二
五
八
条
）、
虐
待
罪
（
二
六
〇
条
）、
遺
棄
罪
（
二
六
一
条
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。②

虐
待
罪
と
傷
害
罪

虐
待
罪
は
も
っ
ぱ
ら
家
庭
内
暴
力
に
対
応
す
る
た
め
の
条
文
で
あ
る
。
虐
待
罪
は
、「
①
家
庭
の
構
成
員
を
虐
待
し
、
情
節
が
悪
質
で

あ
っ
た
場
合
は
、
二
年
以
下
の
有
期
懲
役
、
拘
役
又
は
管
制
に
処
す
る
。
②
前
項
の
罪
を
犯
し
、
被
害
者
に
重
傷
害
又
は
死
亡
を
至
ら
し

め
た
場
合
は
、
二
年
以
上
七
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
③
第
一
項
の
罪
は
、
告
訴
し
な
け
れ
ば
こ
れ
を
処
理
し
な
い
。
た
だ
し
、

被
害
者
が
告
訴
の
能
力
が
な
く
、
又
は
強
制
さ
れ
若
し
く
は
脅
迫
さ
れ
た
た
め
に
告
訴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
を
除
く
（
24
）

。」
と
規
定

し
て
い
る
。

Ｄ
Ｖ
で
被
害
者
に
重
傷
害
や
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
虐
待
罪
と
傷
害
罪
と
の
罪
数
関
係
が
問
題
と
な
る
。
両
罪
の
法
定
刑
か
ら
見
る

と
、
そ
の
差
は
大
き
い
。
傷
害
罪
の
法
定
刑
は
、
重
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
、
三
年
以
上
十
年
以
下
の
有
期
懲
役
で
、
死
亡
に
至
ら
し
め

た
場
合
は
十
年
以
上
の
有
期
懲
役
、
無
期
懲
役
又
は
死
刑
で
あ
る
。

長
期
間
に
わ
た
り
暴
力
を
振
る
い
続
け
た
末
、
被
害
者
に
重
傷
害
や
死
亡
に
至
ら
し
め
た
場
合
に
は
、
被
害
者
と
の
親
密
関
係
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、
法
定
刑
の
軽
い
虐
待
罪
が
適
用
さ
れ
う
る
。
虐
待
罪
に
対
す
る
不
信
感
は
、「
董
珊
珊
虐
殺
事
件
」
に
よ
っ
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
（
25
）

。
董
珊
珊
は
、
度
重
な
る
夫
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
受
け
、
八
回
も
警
察
に
助
け
を
求
め
た
が
、
そ
の
効
果
が
全
く
な
か
っ
た
。

小
柄
な
董
珊
珊
は
、
今
度
離
婚
訴
訟
を
提
起
し
実
家
に
逃
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
に
拉
致
さ
れ
て
家
に
連
れ
戻
さ
れ
、
体
重
が
九
五

キ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
る
夫
に
長
時
間
に
わ
た
り
、
思
い
切
り
殴
ら
れ
た
り
蹴
ら
れ
た
り
、
頭
部
、
両
眼
、
右
耳
、
胸
部
、
肺
、
腎
臓
、
腹
部

及
び
四
肢
な
ど
に
多
発
挫
傷
、
又
は
肋
骨
と
椎
骨
多
発
骨
折
の
傷
害
を
負
い
、
病
院
で
二
ヶ
月
余
り
の
治
療
を
受
け
た
が
、
多
器
官
機
能

五
一
〇



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
三
）

不
全
で
死
亡
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
京
市
朝
陽
区
人
民
法
院
の
判
決
は
、
夫
に
は
傷
害
の
故
意
が
な
か
っ
た
と
し
、
虐
待
罪
（
致

死
）
し
か
構
成
せ
ず
、
六
年
六
ヶ
月
の
懲
役
に
処
し
た
。
確
か
に
、
中
国
で
は
、
日
本
刑
法
の
よ
う
な
暴
行
罪
の
規
定
が
な
く
、
傷
害
罪

の
故
意
が
高
く
要
求
さ
れ
て
お
り
、
殴
打
だ
け
で
は
傷
害
罪
の
故
意
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
本
件
が
、
そ
の
被
害
者
が
妻
で
は

な
く
赤
の
他
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
し
て
も
、
傷
害
の
故
意
が
な
い
と
認
定
し
、
た
だ
過
失
致
死
の
罪
責
を
負
わ
せ
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
虐
待
罪
の
設
置
は
、
も
と
も
と
家
庭
内
の
弱
者
を
守
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
加
害
者
を
庇
う
よ
う
な
も
の
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、「
夫
権
観
念
」
の
残
滓
が
現
代
中
国
に
お
い
て
な
お
強
く
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

③
Ｄ
Ｖ
に
よ
る
精
神
的
傷
害

な
お
、
Ｄ
Ｖ
を
受
け
、
そ
の
結
果
で
よ
く
見
ら
れ
る
被
害
者
が
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
等
の
精
神
障
害
に
罹
患
し
た
場
合
、
中
国
で
は
、
傷
害
と
し

て
評
価
し
な
い
。
精
神
的
な
傷
害
に
つ
い
て
は
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
、
公
安
部
、
国
家
安
全
部
、
司
法
部
が
共
同
で
公

布
し
た
『
人
体
損
傷
程
度
鑑
定
標
準
』
の
規
定
で
は
、
そ
れ
を
含
ん
で
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
標
準
の
附
則
に
お
い
て
は
、「
こ
の
標

準
で
言
う
損
傷
と
は
、
各
種
の
致
傷
要
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
た
人
体
の
組
織
器
官
の
構
造
破
壊
又
は
機
能
障
害
を
指
す
。
反
応
性
精

神
病
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
等
は
、
内
因
性
疾
病
で
あ
り
、
損
傷
程
度
を
鑑
定
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

④
禁
止
令

二
〇
一
一
年
の
刑
法
改
正
（
第
八
修
正
案
）
で
は
、
三
八
条
二
項
に
管
制
刑
（
26
）

に
処
せ
ら
れ
た
受
刑
者
に
一
定
の
活
動
、
一
定
の
地
域
及

び
場
所
の
出
入
り
、
又
は
特
定
の
人
物
と
の
接
近
を
禁
じ
う
る
と
の
禁
止
令
が
増
設
さ
れ
た
が
、
Ｄ
Ｖ
で
管
制
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
対

し
、
こ
の
禁
止
令
で
Ｄ
Ｖ
被
害
者
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
禁
止
令
に
違
反
し
た
場
合
は
、
治
安
管
理
違
反
行
為
と
し

て
公
安
機
関
が
処
罰
す
る
（
三
八
条
三
項
）。

五
一
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
四
四
）

⑵　

治
安
管
理
処
罰
法

治
安
管
理
処
罰
法
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
治
安
管
理
違
反
行
為
は
、
次
の
よ
う
な
条
文
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

四
〇
条
三
号
の
不
法
拘
禁
行
為
、
四
二
条
一
号
の
脅
迫
行
為
、
四
二
条
二
号
の
侮
辱
行
為
と
誹
謗
行
為
、
四
三
条
の
殴
打
行
為
と
傷
害
行

為
、
四
五
条
一
号
の
虐
待
行
為
、
及
び
四
五
条
二
号
の
遺
棄
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
違
反
し
た
場
合
は
、
警
告
や
、
最
長
一
五
日
間
（
併

合
処
罰
最
長
二
〇
日
間
）
の
治
安
拘
留
に
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

身
体
的
暴
力
の
場
合
、
多
く
は
治
安
管
理
違
反
行
為
に
該
当
す
る
が
、
処
罰
す
る
か
ど
う
か
は
、
公
安
機
関
の
態
度
次
第
で
あ
る
。
江

蘇
省
の
南
京
、
南
通
、
無

及
び
宿
遷
の
四
つ
の
都
市
の
管
轄
内
に
あ
る
派
出
所
に
所
属
す
る
警
官
に
対
す
る
意
識
調
査
が
あ
る
（
27
）

。

二
〇
一
二
年
二
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
こ
の
調
査
で
は
、
五
〇
〇
件
の
調
査
票
を
配
り
、
四
〇
三
件
の
有
効
サ
ン
プ
ル
を
得

た
が
、
家
庭
内
暴
力
が
治
安
管
理
処
罰
行
為
や
犯
罪
を
構
成
し
た
場
合
に
は
、
要
追
及
事
案
と
し
て
立
件
す
る
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、

明
確
に
立
件
す
る
と
答
え
た
の
は
、
三
八
・
七
％
に
と
ど
ま
っ
た
。

四　

Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
刑
事
法
上
の
評
価

女
性
は
男
性
に
比
べ
る
と
通
常
、
そ
の
体
力
に
大
き
な
差
が
あ
る
の
で
、
相
手
と
直
接
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
多
く
場
合
は
、
男
性
が
睡
眠
中
や
隙
が
あ
る
時
な
ど
の
無
抵
抗
状
態
を
利
用
し
た
り
、
武
器
の
力
を
借
り
て
抵
抗
し
た

り
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
反
撃
行
為
に
対
す
る
法
的
評
価
は
か
な
り
不
利
に
な
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺

傷
行
為
に
対
し
、
詳
細
な
法
的
問
題
の
検
討
を
避
け
つ
つ
、
犯
罪
の
成
立
を
前
提
に
、
量
刑
政
策
を
先
行
す
る
と
い
う
嫌
い
が
あ
る
（
28
）

。
し

五
一
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か
し
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
は
、
被
害
者
側
の
落
ち
度
の
問
題
や
被
告
人
の
主
観
的
悪
性
の
低
さ
で
あ
る
な
ど
の
、
量
刑
の
事
情
だ
け
と

し
て
片
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
、
犯
罪
の
成
立
要
件
に
沿
っ
て
順
次
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
行
為
の
態
様
、
時
代
、
刑
の
軽
重
な
ど
を
鑑
み
て
典
型
事
案
を
選
ん
で
紹
介
し
、
つ
い
で
、
法
的
分
析
を
加
え
る
と
す

る
。
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
反
撃
行
為
は
、
殺
人
罪
又
は
傷
害
致
死
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
違
法
性
の
段
階
で
正
当
防
衛

と
防
御
的
緊
急
避
難
の
問
題
を
、
有
責
性
の
段
階
で
責
任
能
力
と
期
待
可
能
性
の
問
題
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
量
刑
や
減
刑

の
問
題
に
も
触
れ
る
。

㈠　

Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
典
型
例

ア　

龍
暁
琦
夫
殺
害
事
案（29）

被
告
人
龍
暁

は
、
一
九
八
七
年
三
月
に
陳
慶
国
と
結
婚
し
、
最
初
は
仲
睦
ま
じ
く
生
活
し
て
い
た
が
、
九
〇
年
代
初
期
に
夫
妻
で
飲

食
店
を
経
営
し
、
そ
の
後
裕
福
に
な
っ
た
頃
か
ら
夫
が
浮
気
を
し
は
じ
め
、
家
に
帰
っ
て
被
告
人
に
理
由
も
な
く
暴
力
を
振
る
う
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
間
、
生
活
に
絶
望
し
た
被
告
人
は
、
二
度
も
服
毒
自
殺
を
図
っ
た
が
、
死
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
一
九
九
四
年
八
月
二
七

日
に
、
被
告
人
は
再
び
夫
か
ら
ひ
ど
い
暴
力
を
受
け
、
頭
に
一
八
針
を
縫
う
傷
害
を
負
っ
た
。
そ
の
た
め
、
あ
き
ら
め
た
被
告
人
は
、
離

婚
を
考
え
た
。
一
九
九
七
年
七
月
八
日
に
、
夫
妻
は
協
議
離
婚
を
し
、
両
者
の
子
ど
も
の
親
権
は
被
告
人
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
離
婚
に

必
要
な
諸
費
用
を
払
わ
な
か
っ
た
た
め
、
離
婚
証
明
書
が
も
ら
え
な
か
っ
た
が
、
実
際
上
別
居
の
状
態
に
あ
っ
た
。

別
居
三
ヶ
月
後
の
一
九
九
七
年
一
〇
月
八
日
朝
七
時
過
ぎ
、
陳
は
、
被
告
人
の
家
の
塀
を
乗
り
越
え
て
無
断
で
被
告
人
の
家
に
押
入
り
、

被
告
人
に
八
、〇
〇
〇
元
を
要
求
し
た
が
、
被
告
人
は
、
両
者
が
も
う
既
に
離
婚
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陳
の
要
求
を
拒
否
し
た
。
そ
れ

五
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二
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六
年
十
月
）

（
七
四
六
）

に
怒
っ
た
陳
は
、
暴
力
を
振
る
い
、
被
告
人
の
左
の
人
差
し
指
を
骨
折
さ
せ
た
う
え
、
家
に
あ
っ
た
一
本
の
縄
を
探
し
出
し
て
、「
死
に

た
い
の
か
」
と
怒
っ
た
り
、「
金
が
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、
た
だ
じ
ゃ
済
ま
な
い
ぞ
」
と
脅
か
し
た
り
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
は

必
死
に
抵
抗
し
た
が
、
陳
に
馬
乗
り
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
時
、
被
告
人
は
、
混
乱
の
中
で
た
ま
た
ま
掴
ん
だ
豆
炭
を
挟
む
や
っ
と
こ

で
、
陳
の
頭
部
を
打
っ
て
昏
倒
さ
せ
た
が
、
陳
が
息
を
吹
き
返
し
て
報
復
し
て
く
る
こ
と
を
怖
が
っ
た
た
め
、
前
記
の
縄
で
陳
の
首
を
絞

め
て
殺
し
た
。

一
九
九
八
年
四
月
一
五
日
に
、
被
告
人
は
、
一
審
の
本
溪
市
中
級
人
民
法
院
に
よ
り
、
殺
人
罪
で
死
刑
（
即
時
執
行
）
の
判
決
を
言
い

渡
さ
れ
た
。
そ
の
死
刑
判
決
の
理
由
に
は
、
殺
人
の
手
段
が
残
忍
で
、
そ
の
結
果
が
重
大
で
あ
る
と
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
審
の
判

決
に
対
し
、
被
告
人
は
、
不
服
と
し
て
遼
寧
省
高
級
人
民
法
院
に
上
訴
し
た
が
、
棄
却
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
死
刑
（
即
時
執
行
）
判
決

の
効
力
が
生
じ
（
30
）

、
そ
の
刑
（
銃
殺
刑
）
が
執
行
さ
れ
た
。

イ　

劉

霞
夫
毒
殺
事
案（31）

被
告
人
劉

霞
は
、
一
九
九
〇
年
に
張
軍
水
と
結
婚
し
た
。
翌
年
一
〇
月
、
長
男
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
三
ヶ
月
が
経
た
頃
、
商
売
に
失

敗
し
た
夫
は
、
被
告
人
に
対
し
て
暴
力
を
振
る
い
始
め
た
。
商
売
な
ど
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
を
す
べ
て
被
告
人
の
せ
い
に
し
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
一
二
年
間
、
被
告
人
は
、
継
続
し
て
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
以
降
、
暴
力
が
よ
り
ひ
ど
く
な

り
、
そ
の
間
隔
も
短
く
な
っ
た
。
暴
力
の
理
由
も
全
く
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
新
し
い
服
を
着
た
と
か
、
着
た
服
が
清
潔
す
ぎ
で
あ
っ
た

と
い
う
だ
け
で
も
殴
ら
れ
、
被
告
人
は
体
中
傷
だ
ら
け
で
あ
っ
た
。
村
民
委
員
会
は
調
停
を
申
し
入
れ
た
が
、
全
く
効
果
が
な
か
っ
た
。

被
告
人
は
、
警
察
に
通
報
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
は
、
夫
に
対
し
、
せ
い
ぜ
い
数
日
の
拘
留
と
な
る
だ
け
で
、
帰
っ
て
き
た
ら

も
っ
と
ひ
ど
い
暴
力
を
振
る
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
お
り
、
そ
う
は
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
一
二
年
に
わ
た
り
、
な
ぜ
被
告
人
が
夫
か
ら

五
一
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
四
七
）

の
暴
力
を
耐
え
続
け
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
三
人
の
子
ど
も
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
夫
か
ら
、
離
婚
を
申
し
入
れ
る

な
ら
、
家
族
全
員
を
殺
し
て
や
る
と
脅
迫
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

絶
望
し
た
被
告
人
は
、
夫
の
殺
害
を
企
図
し
、
強
力
な
殺
鼠
剤
で
あ
る
テ
ト
ラ
メ
チ
レ
ン
ジ
ス
ル
ホ
テ
ト
ラ
ミ
ン
を
一
四
本
購
入
し
た
。

そ
れ
で
も
、
も
し

月
（
陰
暦
の
一
二
月
）
に
殴
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
来
年
が
き
っ
と
良
く
な
る
と
願
っ
て
、
夫
殺
害
の
計
画
を
放
棄
す

る
と
も
考
え
た
。
し
か
し
、
春
節
前
の
二
〇
〇
三
年
一
月
一
五
日
（

月
十
三
日
）
に
、
被
告
人
は
、
再
び
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
、
さ
ら

に
斧
を
向
け
ら
れ
た
。
近
所
の
人
に
助
け
を
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
、
少
な
く
と
も
大
け
が
に
な
る
に
違
い
な
い
事
態
と
な
っ
て
い
た
。
我

慢
の
限
界
を
超
え
、
二
日
後
の
一
七
日
に
避
難
先
か
ら
帰
っ
て
き
た
被
告
人
は
、
毒
殺
の
実
行
を
決
意
し
、
午
後
六
時
こ
ろ
、
夕
飯
と
し

て
上
記
の
殺
鼠
剤
を
入
れ
た
麺
を
作
っ
て
、
夫
に
食
べ
さ
せ
、
死
亡
さ
せ
た
。
翌
日
、
被
告
人
は
、
逮
捕
さ
れ
、
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た

が
、
夫
の
父
を
含
め
、
村
の
全
員
が
法
院
に
、
被
告
人
を
寛
大
的
に
処
理
す
る
よ
う
と
嘆
願
書
を
出
し
た
。
ま
た
、
河
北
省
婦
連
は
、
積

極
的
に
被
告
人
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
専
門
家
を
招
聘
し
て
被
虐
待
女
性
症
候
群
（B

attered W
om
en S

yndrom
e

、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
）
の
専
門
家
証
言

の
認
定
を
行
な
っ
た
。

判
決
は
、
殺
人
の
動
機
に
Ｄ
Ｖ
の
被
害
を
認
定
し
た
が
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
り
自
己
防
衛
の
主
張
を
退
け
、
犯
行
に
主
観
的
悪
性
と
社

会
的
危
害
性
が
大
き
く
な
い
と
し
て
、
一
二
年
の
懲
役
に
処
す
る
と
し
た
。

ウ　

張
永
清
夫
殺
害
事
案（32）

被
告
人
張
永
清
は
人
の
紹
介
で
鄒
文
生
と
結
婚
し
、
約
三
〇
年
間
の
結
婚
生
活
を
送
っ
た
が
、
結
婚
し
て
七
日
目
か
ら
夫
に
殴
ら
れ
は

じ
め
、
そ
の
後
も
暴
力
を
受
け
続
け
て
い
た
。
二
人
の
間
に
は
男
の
子
一
人
と
女
の
子
二
人
が
生
ま
れ
た
が
、
夫
の
暴
力
は
子
ど
も
に
も

向
か
っ
た
。
そ
の
間
、
被
告
人
は
、
自
殺
を
図
っ
た
が
、
そ
れ
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
離
婚
も
試
み
た
が
、
夫
に
被
告
人
の
実

五
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月
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（
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四
八
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家
の
家
族
全
員
を
殺
し
て
や
る
と
脅
か
さ
れ
た
か
ら
、
果
た
せ
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
三
年
三
月
二
日
朝
、
夫
は
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
被
告
人
と
長
男
を
罵
倒
し
、
長
男
に
金
を
要
求
し
た
。
長
男
は
、
し
ぶ
し
ぶ

三
〇
〇
元
を
出
し
た
の
で
、
そ
の
態
度
に
怒
っ
た
夫
は
、
そ
の
金
を
こ
ん
炉
で
焼
こ
う
と
し
た
が
、
長
男
は
そ
れ
を
止
め
に
か
か
っ
た
。

夫
は
さ
ら
に
怒
っ
て
火
挟
み
で
長
男
を
殴
っ
た
。
被
告
人
は
そ
れ
を
見
て
、
長
男
を
か
ば
っ
た
た
め
、
夫
は
今
度
、
被
告
人
に
対
し
、
包

丁
を
手
に
し
て
、「
家
族
全
員
を
殺
し
て
や
る
」
と
脅
か
し
た
。
そ
れ
に
恐
怖
を
感
じ
、
未
来
に
絶
望
し
た
被
告
人
は
、
遂
に
殺
意
を
生

じ
、
一
二
時
過
ぎ
頃
、
酒
に
酔
っ
て
食
卓
に
伏
せ
て
寝
込
ん
で
い
た
夫
の
頭
を
ハ
ン
マ
ー
で
数
回
打
ち
つ
け
て
即
死
さ
せ
た
。
同
日
、
被

告
人
は
、
公
安
機
関
に
出
頭
し
、
自
首
し
た
。
事
件
後
、
子
ど
も
た
ち
及
び
そ
の
他
親
族
、
村
の
人
々
は
、
人
民
法
院
な
ど
に
嘆
願
書
を

提
出
し
、
寛
大
な
処
理
を
求
め
た
。

二
〇
〇
三
年
六
月
、
一
審
の
大
慶
市
中
級
人
民
法
院
は
、
被
告
人
が
殺
人
罪
を
構
成
し
た
も
の
の
、
被
害
者
が
長
年
に
わ
た
っ
て
被
告

人
に
暴
力
を
振
る
い
続
け
、
被
害
者
に
重
大
な
落
ち
度
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
被
告
人
が
自
首
し
て
き
た
こ
と
、
被
害
者
遺
族
の
諒

解
を
得
た
こ
と
、
主
観
的
悪
性
が
少
な
い
こ
と
な
ど
の
諸
事
情
を
考
慮
し
て
、
三
年
の
懲
役
（
実
刑
）
を
言
い
渡
し
た
。
こ
の
判
決
に
対

し
、
被
告
人
が
上
訴
せ
ず
、
検
察
院
も
控
訴
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
効
力
が
生
じ
た
。

エ　

李
彦
夫
殺
害
事
案（33）

被
告
人
李
彦
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
、
家
族
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
僚
で
近
隣
の
譚
勇
と
結
婚
し
た
。
こ
の
婚
姻
は
、
被
告

人
に
と
っ
て
は
再
婚
で
あ
り
、
夫
に
と
っ
て
は
四
度
目
の
結
婚
で
あ
っ
た
（
そ
の
一
回
は
、
事
実
婚
で
あ
っ
た
）
が
、
二
人
の
間
に
子
ど
も

が
い
な
か
っ
た
。
結
婚
後
ま
も
な
く
は
、
仲
睦
ま
じ
い
夫
妻
で
あ
っ
た
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
し
て
か
ら
は
、
夫
は
被
告
人
に
対
し
暴

力
を
振
る
う
よ
う
に
な
り
、
暴
力
は
月
に
数
回
に
及
ん
だ
。
ま
た
夜
に
被
告
人
を
ベ
ラ
ン
ダ
に
追
い
出
し
、
寝
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
も

五
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九
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時
々
あ
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
八
月
二
日
に
、
被
告
人
は
、
ま
た
も
や
夫
か
ら
暴
力
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
四
川
省
安
岳
県
婦
連
に
相
談
し
、

ま
た
、
同
一
〇
日
に
あ
っ
た
暴
力
に
よ
り
、
地
元
の
派
出
所
に
も
通
報
し
た
が
、
夫
の
暴
力
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
被
告
人

は
、
離
婚
を
試
み
た
が
、
夫
に
共
同
財
産
（
家
屋
、
ミ
ニ
バ
ン
一
台
な
ど
）
を
全
部
彼
に
帰
属
す
る
こ
と
、
及
び
約
四
万
の
債
務
を
す
べ
て

被
告
人
が
負
担
す
る
と
の
条
件
が
付
け
ら
れ
た
の
で
、
別
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

事
件
当
日
の
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
日
夜
一
二
時
過
ぎ
、
酒
を
飲
ん
で
い
た
夫
は
、
エ
ア
ガ
ン
で
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
を
撃
っ
て
い
た
が
、
近

く
い
て
万
が
一
エ
ア
ガ
ン
で
撃
た
れ
た
ら
と
怖
が
っ
た
被
告
人
は
、「
近
く
で
撃
た
な
い
で
ほ
し
い
」
と
頼
ん
だ
が
、
逆
に
、
夫
は
、「
お

前
の
し
り
を
撃
っ
て
み
て
貫
通
で
き
る
か
な
」
と
挑
発
し
た
の
で
、
両
者
が
口
論
に
な
り
、
夫
は
、
被
告
人
を
罵
倒
し
、
太
も
も
を
蹴
っ

た
。
そ
の
た
め
、
被
告
人
は
、
前
記
の
エ
ア
ガ
ン
を
手
に
し
て
、
殴
る
な
ら
こ
れ
で
打
つ
と
自
身
を
守
ろ
う
と
し
た
が
、「
打
っ
て
み
ろ
、

打
っ
て
み
ろ
」
と
夫
に
せ
め
ら
れ
た
。
遂
に
、
被
告
人
は
、
エ
ア
ガ
ン
の
台
尻
で
夫
の
後
頭
部
を
一
回
打
っ
た
が
、
夫
に
じ
ろ
り
と
睨
み

つ
け
ら
れ
た
の
で
、
も
う
一
回
打
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
夫
は
、
け
い
れ
ん
を
起
こ
し
、
間
も
な
く
死
亡
し
た
。
事
件
後
、
一
一
月
五
日

二
時
ま
で
か
け
て
、
被
告
人
は
、
包
丁
で
夫
の
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
、
そ
の
頭
部
を
圧
力
鍋
で
煮
、
そ
の
他
部
位
を
小
分
け
に
し
て

公
衆
ト
イ
レ
や
河
に
捨
て
た
。
こ
の
間
、
被
告
人
は
、
友
人
に
自
分
が
夫
を
殺
し
た
と
告
げ
た
が
、
友
人
が
被
告
人
の
了
承
を
得
て
警
察

に
通
報
し
た
の
で
、
逮
捕
さ
れ
た
。

二
〇
一
一
年
八
月
、
一
審
の
資
陽
市
中
級
人
民
法
院
は
、
被
告
人
は
殺
人
罪
を
構
成
し
、
且
つ
手
段
が
残
忍
で
、
情
節
が
悪
質
で
あ
る

と
し
て
、
死
刑
（
即
時
執
行
）
に
処
す
る
と
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
被
告
人
は
、
殺
意
が
な
か
っ
た
こ
と
、
長
い
間
に
被
害
者
に
Ｄ
Ｖ

を
振
る
わ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
不
服
と
し
て
、
四
川
省
高
級
人
民
法
院
に
上
訴
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
棄
却
さ

れ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
死
刑
判
決
は
、
最
高
人
民
法
院
に
再
審
査
を
請
求
し
た
が
、
判
決
に
は
部
分
的
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら

五
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
五
〇
）

ず
、
証
拠
が
充
分
で
な
い
と
し
て
、
差
し
戻
さ
れ
た
。
二
〇
一
五
年
二
月
、
差
し
戻
し
審
の
四
川
省
高
級
人
民
法
院
は
、
家
庭
内
の
紛
争

で
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
、
被
害
者
は
被
告
人
に
Ｄ
Ｖ
を
振
る
っ
た
こ
と
で
一
定
の
落
ち
度
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
は
被
告
人
が
反
省
す

る
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

オ　

劉
琳
夫
傷
害
致
死
事
案（34）

被
告
人
劉
琳
は
、
二
〇
〇
五
年
に
と
王
某
と
結
婚
し
た
。
普
段
、
夫
妻
仲
が
良
い
が
、
夫
は
酒
癖
が
悪
く
、
酒
を
飲
む
と
、
暴
力
を
振

る
っ
た
。
被
告
人
は
度
重
な
る
夫
か
ら
の
暴
力
を
受
け
、
頭
部
を
含
め
て
身
体
が
傷
だ
ら
け
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
あ
っ
た
暴

力
に
よ
り
、
半
月
余
り
の
寝
た
き
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

事
件
当
日
の
二
〇
一
五
年
四
月
一
三
日
午
後
五
時
過
ぎ
頃
、
酒
に
酔
い
、
家
に
帰
っ
た
夫
は
、
因
縁
を
つ
け
、
ベ
ッ
ド
で
休
ん
で
い
る

被
告
人
の
腰
を
二
回
蹴
っ
た
。
夫
の
酒
の
悪
癖
に
さ
ん
ざ
ん
苦
労
し
た
被
告
人
は
、
す
ぐ
家
の
外
へ
逃
げ
よ
う
と
し
た
が
、
夫
に
捕
ま
え

ら
れ
て
、
ベ
ッ
ド
に
投
げ
込
ま
れ
た
う
え
、
夫
に
片
足
で
胸
を
ひ
ざ
ま
ず
い
て
押
さ
え
ら
れ
、
頭
を
掴
ま
れ
て
殴
り
つ
け
ら
れ
た
。
被
告

人
は
、
何
と
か
し
て
夫
を
振
り
切
っ
て
、
外
へ
逃
げ
よ
う
と
試
み
た
が
、
ま
た
夫
に
捕
ま
え
ら
れ
て
ベ
ッ
ド
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
こ
の
と

き
、
被
告
人
は
、
ベ
ッ
ド
横
の
化
粧
台
に
あ
っ
た
ハ
サ
ミ
を
発
見
し
、
そ
れ
で
防
衛
し
よ
う
と
考
え
て
手
に
と
っ
た
が
、
そ
れ
を
気
に
し

な
か
っ
た
夫
は
、
再
び
身
動
き
の
取
れ
な
い
よ
う
に
被
告
人
を
押
さ
え
て
髪
の
毛
を
掴
ん
で
殴
り
つ
け
た
。
被
告
人
は
、
夫
が
痛
く
な
っ

た
ら
、
自
分
を
解
放
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
前
記
の
ハ
サ
ミ
で
夫
の
太
も
も
や
背
中
を
み
だ
り
に
軽
く
突
き
刺
し
た
が
、
し
か
し
、
そ

の
功
を
奏
せ
ず
、
逆
に
、
ハ
サ
ミ
を
持
っ
て
い
る
手
を
夫
に
掴
ま
れ
て
、
夫
は
自
分
の
胸
を
指
し
て
「
こ
こ
を
刺
し
て
、
こ
こ
を
刺
し

て
」
と
せ
せ
ら
笑
わ
れ
た
。
被
告
人
は
、
そ
の
勢
い
で
夫
の
胸
部
を
二
、
三
回
突
き
刺
し
、
夫
の
右
肺
下
葉
を
破
裂
さ
せ
た
。
同
日
の

二
二
時
過
ぎ
、
夫
は
、
前
記
の
右
肺
の
大
量
出
血
に
よ
り
死
亡
し
た
。

五
一
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
一
）

傷
害
罪
（
致
死
）
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
陝
西
省
延
安
市
中
級
人
民

法
院
は
、「
王
某
は
、
劉
某
に
対
し
て
殴
っ
た
り
蹴
っ
た
り
し
た
こ
と
に
対
し
、
劉
某
は
ハ
サ
ミ
で
王
某
の
胸
部
に
突
き
刺
し
、
王
某
の

右
肺
下
葉
を
破
裂
さ
れ
て
死
亡
さ
せ
た
。
そ
の
防
衛
の
手
段
と
強
度
は
著
し
く
王
某
が
行
な
っ
た
不
法
な
侵
害
の
手
段
と
強
度
を
超
え
て
、

過
剰
防
衛
に
属
す
る
。」
と
判
断
し
た
が
、
本
案
に
お
い
て
、
被
害
者
が
家
庭
内
暴
力
を
振
る
い
、
重
大
な
落
ち
度
が
あ
っ
て
、
又
は
被

害
者
の
父
母
の
諒
解
と
民
衆
の
同
情
を
得
て
お
り
、
犯
行
の
情
節
が
軽
微
で
社
会
的
危
害
性
が
少
な
い
た
め
、
刑
罰
に
処
す
る
必
要
が
な

く
、
刑
事
処
罰
を
免
除
し
う
る
と
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
（
35
）

。

㈡　

検
討

⑴　

事
案
の
特
徴

ア
、
イ
、
ウ
の
事
案
は
、
被
告
人
の
行
為
時
に
、
夫
は
無
抵
抗
の
状
態
に
あ
り
、
非
対
峙
型
（non-confrontational

）
で
あ
っ
て
、
エ

と
オ
の
事
案
は
、
被
告
人
は
、
夫
と
対
峙
し
て
お
り
、
対
峙
型
（confrontational

）
に
属
す
る
が
、
夫
が
素
手
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
被

告
人
は
、
凶
器
を
手
に
し
て
い
た
。
い
ず
れ
も
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
、
イ
、
ウ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
被

告
人
に
殺
人
の
確
定
的
故
意
が
あ
り
、
エ
と
オ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
イ
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
行
為
が
計
画
的
で

あ
っ
た
。

裁
判
が
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
態
度
を
見
れ
ば
、
ア
事
案
は
、
被
告
人
が
Ｄ
Ｖ
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
全
く
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
エ
事
案
は
、

一
審
と
二
審
に
お
い
て
、
そ
れ
を
考
慮
せ
ず
、
差
し
戻
し
審
に
お
い
て
、
そ
れ
を
一
定
程
度
考
慮
す
る
に
止
ま
っ
た
。
家
庭
内
暴
力
の
被

害
者
に
対
し
て
は
、
全
く
無
理
解
だ
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
、
エ
事
案
は
、
近
年
に
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
差
し
戻
し
審
は
、『
処
理
意

五
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
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（
二
〇
一
六
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月
）

（
七
五
二
）

見
』
が
発
布
さ
れ
た
後
に
言
い
渡
し
た
も
の
で
あ
り
、
死
刑
（
即
時
執
行
）
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
時
代
錯
誤
の
判
決

で
あ
る
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
。
他
の
三
つ
の
事
案
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
に
あ
る
程
度
理
解
を
示
し
た
が
、
被
害
者
に
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
し

て
い
る
。

⑵　

正
当
化
事
由
と
し
て
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

①
正
当
防
衛
の
認
定

中
国
の
司
法
実
務
に
お
い
て
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
厳
し
す
ぎ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。
相
手
方
が

死
亡
し
た
以
上
、「
殺
人
は
命
を
以
っ
て
償
う
」（「
殺
人
償
命
」）
と
い
う
伝
統
的
素
朴
な
観
念
の
下
で
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
正
当
防

衛
を
認
め
な
い
と
の
判
決
を
下
す
（
36
）

。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
に
お
い
て
も
、
同
じ
状
況
で
あ
る
。
非
対
峙
型
は
も
と
よ
り
、
二
〇
条
一
項
に
規
定

し
て
い
る
正
当
防
衛
の
「
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
」
不
法
な
侵
害
と
い
う
急
迫
性
の
要
件
に
沿
え
な
い
の
で
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な

い
。
対
峙
型
で
あ
っ
た
と
て
も
、
素
手
の
夫
に
対
し
、
武
器
で
反
撃
し
、
又
は
夫
が
殴
打
の
故
意
し
か
持
て
な
い
こ
と
に
対
し
、
殺
害
し

て
し
ま
い
、
防
衛
手
段
の
相
当
性
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
せ
い
ぜ
い
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
。
最
高
人
民
法
院
が
運
営
し
て
い
る
中
国
裁

判
文
書
網
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
）
に
公
開
し
て
い
る
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
で
、
正
当
防
衛
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
六
年
五
月
ま
で
に
三
〇
件
余
あ
っ
た
が
、
正
当
防
衛
と
認
め
た
の
は
、
一
件
も
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
っ
て
反
撃
行
為
の
正
当
防
衛
権
を
認
め
る
べ
き
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
ウ
ォ
ー
カ
ー
の
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
は
、
二
〇
世
紀
末
に
中
国
に
紹

介
さ
れ
た
（
37
）

が
、
二
一
世
紀
初
頭
か
ら
徐
々
に
脚
光
を
浴
び
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
、
陳
敏
氏
（
38
）

の
尽
力
に
よ
り
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
が

全
国
に
広
が
り
、
裁
判
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
前
述
の
イ
事
案
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
専
門
家
証
言
を
試
み
、
そ
れ
が
退
け
ら
れ
た

五
二
〇



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
三
）

も
の
の
、
従
前
の
裁
判
よ
り
も
、
遥
か
に
軽
い
一
二
年
の
懲
役
に
し
た
。
ま
た
、
前
述
の
事
例
と
異
な
る
が
、
二
〇
一
四
年
の
熟
睡
中
の

夫
を
殺
害
し
た
姚
栄
香
夫
殺
害
事
案
に
お
い
て
は
、
中
国
に
お
い
て
初
め
て
Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
専
門
家
証
言
を
承
認
し
、
被
告
人
が
将
来
の
被
害

者
の
侵
害
を
防
衛
す
る
た
め
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
被
告
人
に
五
年
の
懲
役
に
処
す
る
と
の
判
決
が
出
た
（
39
）

。

し
か
し
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
専
門
家
証
言
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
や
は
り
正
当
防
衛
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
現
行
刑
法

に
規
定
さ
れ
て
い
る
正
当
防
衛
の
急
迫
性
要
件
の
壁
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
暴
力
が
過
ぎ
去
っ
た
ば
か
り
の
ア
事
案
、
又

は
現
に
暴
力
を
振
る
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
エ
と
オ
事
案
で
さ
え
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

対
峙
型
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
に
つ
い
て
は
、
実
務
指
導
意
見
と
し
て
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
を
あ
る
程
度
緩
和
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
見

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、『
処
理
意
見
』
一
九
条
【
正
確
に
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
の
正
当
防
衛
を
認
定
す
る
こ
と
】
一
項
前
段
に
は
、「
不
法

な
侵
害
か
ら
本
人
又
は
他
人
の
人
身
権
利
を
守
る
た
め
、
現
に
行
な
わ
れ
て
い
る
家
庭
内
暴
力
に
対
し
て
取
ら
れ
た
制
止
行
為
は
、
刑
法

に
規
定
し
て
い
る
条
件
に
合
致
し
て
い
れ
ば
、
法
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
正
当
防
衛
と
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な

い
。」
と
規
定
し
、
ま
た
、
二
項
に
「
防
衛
行
為
が
『
著
し
く
必
要
な
限
度
を
超
え
た
』
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
防
衛
者
が
家
庭
内
暴
力
の
不
法
な
侵
害
を
制
止
し
、
そ
の
侵
害
を
防
ぐ
必
要
性
を
基
準
に
し
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
が
現
に
行

な
わ
れ
て
い
る
家
庭
内
暴
力
の
重
大
さ
、
手
段
の
残
酷
さ
、
防
衛
者
が
い
た
状
況
、
直
面
し
て
い
た
危
険
さ
、
取
ら
れ
た
暴
力
制
止
の
手

段
、
加
害
者
に
も
た
ら
し
た
損
害
の
重
大
さ
、
又
は
過
去
の
家
庭
内
暴
力
の
重
大
さ
等
に
よ
っ
て
、
総
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
し
、
行
為
時
の
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
Ｄ
Ｖ
も
判
断
の
要
素
に
取
り
入
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
対
峙
型
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
非
対
峙
型
に
つ
い
て
は
や
は
り
無
理
が
あ
る
。

五
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
五
四
）

②
防
御
的
緊
急
避
難
論
の
導
入

中
国
現
行
刑
法
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
り
、
非
対
峙
型
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
を
正
当
化
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
立

法
論
と
し
て
、
防
御
的
正
当
防
衛
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
40
）

。
ま
た
、
解
釈
論
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
展
開
し
て
い
る
防
御
的
緊
急
避
難
論
の
中

国
へ
の
導
入
を
試
み
た
と
い
う
新
し
い
理
論
上
の
動
き
が
あ
っ
た
（
41
）

が
、
こ
の
問
題
提
起
は
有
意
義
で
注
目
に
値
す
る
。

確
か
に
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
危
難
の
現
在
性
（
刑
法
二
一
条
一
項
）
は
、
正
当
防
衛
に
お
け
る
急
迫
性
と
は
異
な
り
、
継
続
的
危
険

（
危
険
源
）
で
あ
り
、
時
間
的
切
迫
性
を
そ
れ
ほ
ど
要
求
し
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
補
充
性
要
件
（
二
一
条
一
項
）

に
つ
い
て
、
中
国
の
場
合
は
、
特
に
農
村
部
や
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
地
域
に
お
い
て
、
国
家
が
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
提
供
で
き
る
有
効

な
保
護
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
力
救
済
の
範
囲
が
よ
り
広
く
認
め
ら
れ
う
る
。
前
記
の
す
べ
て
の
事
案
は
こ
れ
に
該
当
し
う
る
。
さ

ら
に
、
相
当
性
要
件
（
二
一
条
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
攻
撃
的
緊
急
避
難
の
よ
う
な
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
と
の
均
衡
が
厳
格
に
要
求
さ

れ
ず
、
緩
和
し
得
る
。
著
し
く
均
衡
を
失
っ
た
場
合
は
、
過
剰
避
難
と
し
て
、
刑
の
必
要
的
減
免
が
し
う
る
。
な
お
、
補
充
性
に
つ
い
て

の
誤
信
が
あ
っ
た
場
合
の
誤
想
過
剰
避
難
も
過
剰
避
難
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑶　

責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

正
当
防
衛
や
防
御
的
緊
急
避
難
と
し
て
、
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
は
、
責
任
阻
却
事
由
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
責

任
阻
却
事
由
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
者
の
責
任
能
力
を
論
じ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の

一
因
に
、
中
国
で
精
神
鑑
定
の
手
続
に
移
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
（
42
）

が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
精
神
状
態
が
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
関
係
す
る
。
加
え
て
、
心
理
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
Ｂ
Ｓ
Ｗ
理
論
と
精
神
医
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
精
神
障
害
と
を
混
同
す
る
嫌
い
が
あ
る
。

Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
注
目
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
心
理
的
側
面
に
関
心
を
払
っ
た
が
た
め
に
、
逆
に
被
害
者
の
精
神
的
側
面
に
目
を
向
け
ら
れ
て

五
二
二



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
五
）

い
な
か
っ
た
。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
者
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
、『
処
理
意
見
』
に
も
全
く
触
れ
て
お
ら
ず
、
中
国
に
お
い
て
、
こ
れ
は
未

検
討
の
問
題
で
あ
る
。

中
国
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
事
案
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
、
Ｄ
Ｖ
を
振
る
っ
た
こ
と
で
、
量
刑
の
事
情
と
し
て
被
害
者
に
落
ち
度
が

あ
っ
た
も
の
と
認
定
す
る
が
、
こ
れ
は
、
Ｄ
Ｖ
を
振
る
う
側
の
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
角
度
を
変
え
て
、
Ｄ
Ｖ
を
受
け
る
側
か
ら
見

る
と
、
長
年
に
わ
た
り
耐
え
が
た
い
Ｄ
Ｖ
を
受
け
、
そ
の
被
害
体
験
か
ら
、
被
害
者
が
精
神
上
過
酷
な
状
態
に
置
か
れ
、
何
ら
か
の
精
神

上
の
障
害
に
罹
患
す
る
の
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
憂
う
つ
病
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
、
神
経
症
な
ど
を
罹
っ
た
例
が
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
（
43
）

。

エ
事
案
に
お
い
て
の
被
告
人
で
あ
る
李
彦
は
、
事
件
後
の
死
体
処
理
に
お
い
て
、
現
実
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
に
か
く
夫
が
消

え
て
ほ
し
い
異
常
な
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
、
複
数
の
証
言
か
ら
も
、
Ｄ
Ｖ
で
不
眠
症
や
ス
ト
レ
ス
感
な
ど
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
廷
は
精
神
司
法
鑑
定
を
依
頼
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
Ｄ
Ｖ
は
ま
さ
し
く
挑
発
的
行
為
で
あ
っ
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
健
常
者
に
し
て
も
憤
激
、
恐
怖
、
パ
ニ
ッ
ク
、
狼
狽

な
ど
の
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
が
多
い
の
で
、
情
動
に
よ
る
反
撃
殺
傷
行
為
に
出
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
、
ウ
と
エ
事
案
に
、
そ

れ
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｖ
に
対
し
て
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
い
う
習
得
さ
れ
た
無
力
さ
と
い
う
心
理
状
態
で
は
な
く
、
も
は
や
憤
激

し
て
情
動
行
為
に
出
る
。
こ
の
よ
う
に
、
情
動
に
よ
る
意
識
障
害
が
あ
り
得
る
（
44
）

こ
と
は
、
中
国
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
は
、
期
待
可
能
性
理
論
に
よ
る
超
法
規
的
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
（
45
）

。
公
的
機
関
や
周
り

の
人
に
助
け
を
も
ら
え
ず
に
、
ひ
ど
い
身
体
的
暴
行
や
生
命
に
対
す
る
継
続
的
危
険
を
甘
受
し
続
け
な
が
ら
も
、
反
撃
行
為
に
出
な
い
期

待
可
能
性
が
な
い
と
言
え
る
場
合
が
あ
る
。
裁
判
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
伝
統
的
犯
罪
論
体
系
（
46
）

で
あ
れ

ば
、
期
待
可
能
性
を
犯
罪
の
動
機
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
47
）

が
、
そ
れ
を
主
観
的
悪
性
が
低
い
と
し
て
量
刑
上
の
考
慮
が
な
さ

五
二
三
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れ
る
。
イ
と
ウ
事
案
は
そ
れ
に
該
当
す
る
。

⑷　

量
刑

①
量
刑
上
の
問
題
点

上
述
し
た
よ
う
に
、
中
国
で
は
、
犯
罪
の
成
否
に
詳
細
な
法
的
問
題
点
を
展
開
せ
ず
に
、
早
く
も
量
刑
の
調
整
に
入
る
が
、
Ｄ
Ｖ
反
撃

行
為
に
よ
る
夫
を
殺
傷
し
た
場
合
の
量
刑
は
、
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
一
つ
は
、
全
体
か
ら
み
る
と
、
量
刑
が
重
い
。
西
暦

二
〇
〇
〇
年
以
前
に
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
人
に
つ
い
て
、
多
く
は
死
刑
に
処
し
た
と
い
う
（
48
）

。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
場
合
は
、
そ
の
行
為
者
の
精
神

が
崩
壊
し
、
そ
の
反
撃
の
手
段
や
事
件
後
の
死
体
の
処
理
が
よ
り
残
酷
で
あ
っ
た
場
合
が
多
い
た
め
、
Ｄ
Ｖ
に
無
理
解
で
あ
れ
ば
、
刑
が

重
く
な
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
量
刑
上
は
重
く
、
そ
の
他
の
普
通
の
刑
事
事
件
と
同
様
の
刑
を
下
す
（
49
）

。

も
う
一
つ
は
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
の
量
刑
に
つ
い
て
、
各
地
で
相
当
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
（
50
）

。
刑
の
免
除
の
判
決
も
あ

れ
ば
、
死
刑
即
時
執
行
や
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
と
い
う
重
い
判
決
も
あ
る
。
同
じ
の
省
の
中
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
き
て
お

り
、
こ
の
点
か
ら
も
中
国
に
お
い
て
は
、
司
法
の
統
一
性
や
一
貫
性
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
う
る
。
二
〇
一
三
年
一
月
、
山
西
省
女

子
監
獄
の
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
人
の
受
刑
者
の
調
査
を
終
え
た
最
高
人
民
法
院
刑
一
庭
副
庭
長
薛
淑
蘭
氏
は
、
量
刑
が
比
較
的
短
い
五
年
懲
役
も

あ
れ
ば
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
も
あ
る
こ
と
に
、「
事
案
の
状
況
の
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
量
刑
の
幅
が
こ
ん
な
に
大
き
い
こ

と
は
な
い
。」
と
唖
然
し
た
（
51
）

。

重
い
量
刑
に
は
、
Ｄ
Ｖ
へ
の
無
理
解
が
あ
っ
た
他
に
、
被
害
者
遺
族
の
感
情
を
考
慮
し
す
ぎ
る
こ
と
に
も
関
係
す
る
。
エ
李
彦
事
件
で

は
、
夫
妻
の
間
に
子
ど
も
が
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
被
害
者
遺
族
の
被
害
感
情
が
と
り
わ
け
峻
烈
で
あ
っ
て
、
法
廷
騒
ぎ
や
弁
護
の

妨
害
な
ど
さ
え
も
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
の
被
告
人
は
、
む
し
ろ
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
被
害

五
二
四



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
七
）

感
情
が
過
大
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

刑
事
政
策
上
、
一
般
予
防
効
果
を
期
待
し
て
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
を
重
く
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
Ｄ
Ｖ
を
助
長
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
、
再
犯
の
可
能
性
が
低
い
の
で
、
特
別
予
防
の
必
要
性
も
な
い
。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
に
対
し
、
重
く
処
罰
す
る
政
策
上
の
根
拠
が
な
い
。

国
家
か
ら
助
け
を
も
ら
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
旦
自
救
行
為
に
出
た
場
合
、
そ
れ
に
対
し
て
重
く
処
罰
す
る
の
は
、
Ｄ
Ｖ
に
加
担

す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
と
っ
て
は
、
言
わ
ば
夫
と
国
家
か
ら
二
重
の
暴
力
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
を
重
く
処
罰
す
る
こ
と
に
正
当
性
は
な
い
。

こ
の
点
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
最
高
人
民
法
院
は
、
二
〇
一
四
年
に
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
を
出
し
た
が
、

挙
げ
て
い
る
二
〇
〇
二
年
の
湯
翠
連
夫
殺
害
事
案
（
52
）

は
、
一
〇
年
の
懲
役
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
酔
っ
払
っ
た
夫
に
こ
ん
棒
で
殴
ら
れ
た
被
告

人
は
、
薪
で
仕
返
し
、
夫
を
昏
倒
さ
せ
た
後
、
夫
が
生
き
返
っ
た
ら
、
い
つ
も
の
通
り
に
ひ
ど
い
暴
力
を
受
け
る
と
恐
怖
し
、
そ
の
ま
ま

薪
で
夫
の
頭
部
を
数
回
殴
り
、
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
量
刑
だ
け
を
見
る
と
、
同
じ
Ｄ
Ｖ
を
受
け
た
こ
と
で
、

憤
激
や
恐
怖
な
ど
の
原
因
に
よ
り
反
撃
殺
傷
行
為
を
行
な
っ
た
点
を
軸
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
案
は
、
イ
事
案
に
比
べ
、
明
ら
か

に
重
す
ぎ
る
の
で
あ
り
、
ア
事
案
に
比
べ
る
と
、
特
段
軽
く
、
中
間
的
量
刑
で
あ
る
。

②
新
た
な
動
向

二
〇
一
五
年
に
入
る
と
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
の
量
刑
政
策
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
調
整
が
見
ら
れ
る
。

『
処
理
意
見
』
二
〇
条
に
は
、
防
衛
的
要
素
と
被
害
者
の
落
ち
度
を
充
分
に
斟
酌
す
る
よ
う
に
と
念
を
入
れ
た
文
言
が
加
わ
っ
た
。
つ

ま
り
、
同
条
の
前
段
は
、「
長
い
間
に
家
庭
内
暴
力
を
受
け
た
末
、
憤
激
及
び
恐
怖
の
状
態
の
下
で
再
度
の
家
庭
内
暴
力
を
防
ぎ
、
又
は

家
庭
内
暴
力
を
脱
却
す
る
た
め
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
殺
害
し
、
又
は
傷
害
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
行
為
に
防
衛
的
要
素

五
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
五
八
）

が
あ
り
、
又
は
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
に
案
件
の
起
因
に
お
い
て
明
ら
か
に
落
ち
度
が
あ
り
、
若
し
く
は
直
接
的
な
責
任
が
あ
っ
た
場
合

は
、
斟
酌
し
て
寛
大
に
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
条
の
中
段
に
は
、
殺
人
罪
の
「
情
節
が
比
較
的
に
軽
い
」（
法
定
刑
は
三
年
か
ら
一
〇
年
）
場
合
が
充
分
に
あ
り
得
る
こ
と
を

示
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、「
重
大
な
家
庭
内
暴
力
で
、
身
体
的
・
精
神
的
に
重
大
な
損
害
を
受
け
て
い
た
た
め
、
家
庭
内
暴
力
の
加

害
者
を
殺
害
し
、
又
は
長
い
間
の
家
庭
内
暴
力
を
耐
え
き
れ
ず
に
、
家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
を
殺
害
し
た
場
合
は
、
犯
行
の
情
節
が
特
別

に
悪
質
で
は
な
く
、
手
段
が
特
別
に
残
虐
で
は
な
い
場
合
は
、
刑
法
二
三
二
条
に
規
定
し
て
い
る
殺
人
の
『
情
節
が
比
較
的
に
軽
い
』
と

認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
、
今
後
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
に
お
い
て
は
、
量
刑
が
軽
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
オ
事
案
は
、『
処
理
意
見
』

公
布
後
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
正
当
防
衛
と
し
て
無
罪
に
な
る
の
が
充
分
あ
り
得
る
が
、
刑
の
免
除
と
し
た
の
は
肯

定
的
に
評
価
で
き
る
。

⑸　

減
刑

今
後
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
事
案
に
お
い
て
は
量
刑
が
軽
く
な
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
以
前
に
重
す
ぎ
る
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
て
服
役

中
で
あ
る
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
の
受
刑
者
に
対
す
る
減
刑
や
仮
釈
放
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
処
理
意
見
』
二
〇
条
後
段
に
は
、

「
受
刑
期
間
中
に
お
い
て
確
か
な
改
悛
が
あ
り
、
そ
の
家
庭
の
事
情
を
考
慮
し
、
法
に
基
づ
い
て
減
刑
の
幅
を
緩
和
し
、
減
刑
の
開
始
時

間
と
間
隔
の
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仮
釈
放
の
条
件
に
合
致
す
れ
ば
、
仮
釈
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
積
極
的
な
態

度
を
示
し
て
い
る
が
、
刑
法
の
規
定
、
特
に
近
年
の
刑
法
改
正
（
刑
法
第
八
と
第
九
修
正
案
）
に
よ
り
、
死
刑
執
行
猶
予
二
年
付
き
と
無
期

懲
役
に
対
す
る
減
刑
は
よ
り
厳
格
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
に
よ
る
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
特
別
の
統
一
基
準
の

五
二
六



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
五
九
）

法
規
を
制
定
し
て
、
大
幅
な
減
刑
が
必
要
で
あ
る
。

五　

結
語

本
稿
で
明
ら
か
し
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｖ
は
中
国
に
お
い
て
深
刻
な
社
会
問
題
で
あ
る
。
Ｄ
Ｖ
を
規
制
す
る
た
め
に
、
反
家
庭
内
暴
力
法
の

制
定
な
ど
法
整
備
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
人
々
の
意
識
の
中
に
Ｄ
Ｖ
は
違
法
で
あ
る
こ
と
を
浸
透
さ
せ
る
に
は
時
間
が
か
か
る
。
裁
判

官
に
お
い
て
も
、
全
体
か
ら
見
て
Ｄ
Ｖ
に
対
す
る
意
識
が
高
く
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
は
、

関
連
す
る
諸
裁
判
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
に
対
し
て
、
統
一
的
に
よ
り
軽
微
的
量

刑
を
行
な
う
と
い
う
政
策
上
の
調
整
は
、
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
う
る
。

し
か
し
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
体
系
的
に
よ
り
緻
密
な
法
的
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為

に
関
す
る
法
的
議
論
は
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
に
よ
る
正
当
防
衛
に
集
中
し
て
い
る
が
、
現
行
刑
法
の
壁
が
あ
る
の
で
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理

論
は
事
実
上
量
刑
の
事
情
に
滑
り
込
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
以
外
の
法
理
論
を
展
開
し
て
有
罪
か
無
罪
か
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
の
中
国
へ
の
浸
透
は
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
に
対
し
て
の
理
解
を
一
定
程
度
高
め
た
が
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
精
神
状
態
が
な

お
無
視
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
Ｄ
Ｖ
の
結
果
と
し
て
の
精
神
障
害
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
方
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
行
為
の
原
因
と
な
る

精
神
障
害
も
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
、
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
者
に
精
神
鑑
定
を
し
や
す
く
す
る
よ
う
な
制
度
上
の
整
備
が
必
要
で

あ
る
。

五
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
六
〇
）

さ
ら
に
、
受
刑
中
の
不
当
に
重
く
処
罰
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
者
に
対
し
て
は
、
特
別
の
制
度
を
設
け
、
大
幅
な
減
刑
措
置

を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

Ｄ
Ｖ
は
、
刑
法
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
べ
き
か
を
考
え
さ
せ
る
問
題
で
あ
る
（
53
）

。
刑
法
は
、
董
珊
珊
の
よ
う
に
、
公
的
機
関
の
保
護

を
も
ら
え
ず
に
家
庭
内
の
暴
君
に
殺
さ
れ
る
か
、
又
は
張
永
清
の
よ
う
に
、
そ
の
暴
君
を
殺
し
て
殺
人
罪
に
な
り
、
国
家
に
処
刑
さ
れ
る

の
か
と
い
う
道
し
か
与
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
前
半
の
人
生
は
、
暴
君
の
暴
力
の
下
で
地
獄
の
よ
う
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、

後
半
の
人
生
は
、
刑
務
所
で
自
由
の
な
い
余
生
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
不
条
理
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
な
い
は
ず
で

あ
る
。

【
追
記
】

恩
師
船
山
泰
範
先
生
と
の
初
め
の
対
話
は
、
一
〇
年
前
の
授
業
後
の
質
問
で
あ
っ
た
。
授
業
中
に
出
た
刑
事
補
償
と
国
家
賠
償
（
中
国

で
は
国
家
賠
償
し
か
存
し
な
い
）
と
の
違
い
を
慣
れ
な
い
日
本
語
で
伺
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
先
生
の
お
答
え
の
内
容
は
覚
え
て
い
な
い
が
、

次
週
の
授
業
で
思
い
か
け
ず
に
、
先
生
か
ら
手
書
き
の
両
者
相
異
に
関
す
る
レ
ジ
メ
を
い
た
だ
い
た
時
の
感
激
が
今
も
鮮
明
に
脳
裡
に
浮

か
ぶ
。
そ
の
時
か
ら
、
先
生
か
ら
ご
指
導
を
継
続
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
先
生
か
ら
学
ん
だ
人
間
の
目
で
刑
法
を
み
る
と
い
う
お
教
え

を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
稿
の
Ｄ
Ｖ
問
題
も
、
学
部
ゼ
ミ
の
時
代
に
、
先
生
の
影
響
で
興
味
を
持
ち
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿

は
先
生
の
学
恩
に
少
し
で
も
報
い
る
こ
と
に
な
れ
ば
と
思
い
つ
つ
、
先
生
の
末
永
い
ご
健
勝
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。 五

二
八



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
六
一
）

（
1
） 

陳
敏
『
吶
喊

│
中
国
女
性
反
家
庭
暴
力
報
告
』
人
民
出
版
社
（
二
〇
〇
七
年
）
二
頁
、
鄭
澤
善
「
中
国
に
お
け
る
家
庭
内
暴
力
の
現
状
と
そ

の
対
策

│
婚
姻
暴
力
を
中
心
に
」
古
橋
エ
ツ
子
編
『
家
族
の
変
容
と
暴
力
の
国
際
比
較
』
明
石
書
店
（
二
〇
〇
七
年
）
三
三
頁
以
下
。

（
2
） 
岩
井
宜
子
「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
へ
の
法
的
対
策
」
同
編
『
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
』【
第
二
版
】
尚
学
社

（
二
〇
一
〇
年
）
一
一
五
頁
。

（
3
） 

第
三
期
中
国
婦
女
社
会
地
位
調
査
課
題
組
「
第
三
期
中
国
婦
女
社
会
地
位
調
査
主
要
数
拠
報
告
」
婦
女
研
究
論
叢
第
一
〇
八
期
五
頁
以
下
。

（
4
） 

こ
れ
は
、
当
時
の
全
国
婦
連
婦
女
権
益
部
長
で
あ
っ
た
蒋
月
娥
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（「
反
家
暴
立
法
迫
在
眉
捷
」
光

明
日
報
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
四
日
一
〇
面
。）。

（
5
） 

全
国
人
大
常
委
会
法
制
工
作
委
員
会
社
会
法
室
編
著
『
中
華
人
民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
解
読
』
中
国
法
制
出
版
社
（
二
〇
一
六
年
）
二
〇
三

頁
。

（
6
） 

「『
反
家
庭
暴
力
立
法
公
衆
態
度
調
査
』
結
果
発
布
」
新
華
社
二
〇
一
二
年
三
月
一
三
日
発
布
（http://new

s.xinhuanet.com
/legal/2012-

03/13/c_111648592.htm

）、
二
〇
一
六
年
五
月
五
日
訪
問
。

（
7
） 

「
民
政
部　

全
国
婦
連
『
関
於
做
好
家
庭
暴
力
受
害
人
庇
護
救
助
工
作
的
指
導
意
見
』
政
策
解
読
」
中
国
民
政
二
〇
一
五
年
第
二
一
期
四
五
頁

以
下
。

（
8
） 

「
人
民
法
院
『
七
管
斉
下
』
打
撃
家
庭
暴
力
」
人
民
法
院
報
二
〇
一
四
年
二
月
二
八
日
一
面
。

（
9
） 

裴
秋
秋
「
女
性
犯
罪
多
数
縁
於
家
庭
暴
力
」
江
南
時
報
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
二
七
日
二
面
。

（
10
） 

鄭
良
「
調
査
顕
示
：
家
庭
暴
力
程
度
上
昇　

出
現
以
暴
制
暴
趨
勢
」
新
華
網
二
〇
〇
八
年
一
月
一
四
日
（http://new

s.xinhuanet.com
/

new
scenter/2008-01/14/content_7420855.htm

）、
二
〇
一
六
年
五
月
二
五
日
訪
問
。

（
11
） 

台
建
林
「
陝
西
『
親
情
殺
手
』
成
因
調
査
」
法
制
日
報
二
〇
〇
八
年
八
月
四
日
五
面
。

（
12
） 

王
俊
、
王
東
萌
「
家
庭
暴
力
中
女
性
以
暴
制
暴
的
犯
罪
成
因
」
雲
南
民
族
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
第
二
九
巻
第
一
期
（
二
〇
一
二

年
）
九
一
頁
。

（
13
） 

中
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
は
、
一
般
的
に
、「
以
暴
制
暴
」（
暴
力
を
以
て
暴
力
を
制
止
す
る
）
と
称
す
る
。

五
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
六
二
）

（
14
） 

前
掲
・『
中
華
人
民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
解
読
』
二
一
〇
頁
。

（
15
） 

紅
枚
「
受
虐
婦
女
殺
夫
原
因

│
対
四
川
省
某
女
子
監
獄
的
調
査
報
告
」
四
川
警
察
学
院
学
報
第
二
二
巻
第
四
期
（
二
〇
一
〇
年
）
六
五
頁

以
下
。

（
16
） 
も
と
も
と
、
政
府
の
文
書
で
、
一
九
九
五
年
に
国
務
院
が
発
布
し
た
『
中
国
婦
女
発
展
綱
要
（
一
九
九
五
年
│
二
〇
〇
〇
年
）』
に
「
断
固
と

し
て
家
庭
内
暴
力
を
制
止
す
る
」
と
の
文
言
を
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
が
あ
る
。

（
17
） 

國
谷
知
史
「
家
庭
内
暴
力
と
婚
姻
法
改
正
」
中
国
研
究
月
報
五
五
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
18
） 

偶
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
法
律
の
条
文
数
が
三
八
カ
条
と
な
っ
て
お
り
、
条
文
の
数
は
国
際
女
性
デ
ー
の
記
念
日
の
三
月

八
日
と
重
ね
て
い
る
。

（
19
） 

江
蘇
省
は
、
二
〇
一
三
年
七
月
に
『
江
蘇
省
家
庭
暴
力
告
誡
制
度
実
施
弁
法
（
試
行
）』
を
公
布
し
た
が
、
そ
の
七
条
か
ら
一
一
条
ま
で
誡
告

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
20
） 

「
家
暴
報
警
、
南
京
一
年
約
有
三
〇
〇
〇
起
」
揚
子
晩
報
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
四
日
Ａ
五
面
。

（
21
） 

「
南
京
在
全
国
首
創
的
家
庭
暴
力
告
誡
制
度
実
施
効
果
明
顕　

三
七
〇

告
誡
書
発
出
後　

未
発
生
一
起
『
二
次
家
暴
』」
南
京
日
報
二
〇
一
五

年
三
月
六
日
Ａ
七
面
。

（
22
） 

前
掲
・『
中
華
人
民
共
和
国
反
家
庭
暴
力
法
解
読
』
一
〇
六
頁
。

（
23
） 

司
法
拘
留
は
、「
民
事
拘
留
」
と
も
い
い
、
人
民
法
院
が
訴
訟
活
動
を
妨
害
し
た
者
に
対
し
処
す
る
一
五
日
以
下
の
自
由
拘
束
で
あ
る
。

（
24
） 

二
五
七
条
三
項
の
親
告
罪
規
定
の
但
書
は
、
二
〇
一
五
年
の
刑
法
改
正
（
第
九
修
正
案
）
に
よ
っ
て
新
た
に
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
25
） 

「
虐
待
、
還
是
故
意
傷
害
？
」
検
察
日
報
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
五
面
参
照
。

（
26
） 

管
制
刑
は
、
刑
法
上
の
主
刑
の
一
つ
で
、
一
定
の
政
治
権
利
や
行
動
の
自
由
を
制
限
す
る
非
拘
禁
刑
で
あ
る
。
刑
期
が
三
ヶ
月
以
上
二
年
以
下

で
あ
る
。

（
27
） 

趙
敏
「
警
察
干
予
家
庭
暴
力
実
証
研
究

│
基
於
江
蘇
四
地
（
市
）
的
調
査
」
湖
南
警
察
学
院
学
報
第
二
五
巻
第
二
期
（
二
〇
一
三
年
）

一
二
二
頁
以
下
。

五
三
〇



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
六
三
）

（
28
） 

陳

「
家
庭
暴
力
反
抗
案
件
中
防
御
性
緊
急
避
難
的
適
用

│
兼
対
正
当
防
衛
拡
張
論
的
否
定
」
政
治
与
法
律
二
〇
一
五
年
第
九
期
一
三
頁
以

下
。
な
お
、
司
法
の
現
状
が
全
く
違
う
が
、
日
本
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
（
深
町
晋
也
「
家
庭
内
暴
力
へ
の
反
撃
と
し
て
の
殺
人

を
巡
る
刑
法
上
の
諸
問
題

│
緊
急
避
難
論
を
中
心
と
し
て
」

山
佳
奈
子
、
島
田
聡
一
郎
編
集
『
山
口
厚
先
生
献
呈
論
文
集
』
成
文
堂

（
二
〇
一
四
年
）
一
六
〇
頁
）。

（
29
） 

こ
の
事
案
は
、
陳
敏
「
我
国
家
庭
暴
力
受
害
人
的
司
法
保
護
」
中
国
律
師
二
〇
〇
三
年
第
四
期
七
三
頁
以
下
、
李
雲
虹
「
法
律
寛
恕
殺
夫
女
子

│
対
『
以
暴
抗
暴
』
殺
夫
案
的
調
査
」
法
律
与
生
活
二
〇
〇
五
年
第
一
五
期
三
〇
頁
以
下
を
参
照
し
て
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
） 

中
国
に
お
い
て
は
、
裁
判
は
四
級
二
審
制
で
あ
り
、
二
審
で
結
審
と
な
る
。
も
と
も
と
、
死
刑
の
場
合
は
、
最
高
人
民
法
院
の
再
審
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
二
月
か
ら
、
最
高
人
民
法
院
が
、
そ
の
死
刑
再
審
査
権
限
を
各
地
方
の
高
級
人
民
法
院
に
委
託
し
た

た
め
、
二
〇
〇
七
年
一
月
一
日
に
、
そ
れ
を
回
収
す
る
ま
で
、
高
級
人
民
法
院
は
、
実
際
上
そ
の
再
審
査
権
を
行
使
し
た
。
従
っ
て
、
一
九
九
八
年

の
龍
暁

に
対
す
る
死
刑
判
決
の
再
審
査
も
遼
寧
省
高
級
人
民
法
院
が
行
な
っ
た
。

（
31
） 

こ
の
事
案
は
、
趙
凌
「
殺
夫
：
悲
涼
一
幕
」
南
方
週
末
二
〇
〇
三
年
七
月
六
日
、
趙
凌
「
殺
夫
案
再
争
議
」
南
方
週
末
二
〇
〇
三
年
七
月
一
七

日
、「
劉

霞
案
」
家
庭
医
学
二
〇
〇
四
年
第
一
期
七
頁
を
参
照
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
32
） 

こ
の
事
案
は
、「
張
永
清
故
意
殺
死
施
虐
丈
夫
被
減
軽
処
罰
案
」『
人
民
法
院
案
例
選
』
二
〇
〇
七
年
第
二
輯
九
頁
以
下
を
参
照
し
て
、
整
理
し

た
も
の
で
あ
る
。

（
33
） 

こ
の
事
案
は
、
主
に
「（
二
〇
一
四
）
川
刑
終
字
第
四
一
一
号
」
判
決
書
（
公
刊
未
登
載
）
を
参
照
し
た
。

（
34
） 

こ
の
事
案
は
、「（
二
〇
一
五
）
延
中
刑
一
初
字
第
〇
〇
〇
五
五
号
」
判
決
書
（
中
国
裁
判
文
書
網http://w

enshu.court.gov.cn/

）
を
参
照

し
た
。

（
35
） 

こ
の
判
決
は
、
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
効
力
が
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
36
） 

張
明
楷
『
刑
法
的
私
塾
』
北
京
大
学
出
版
社
（
二
〇
一
四
年
）
九
五
頁
。

（
37
） 

李
華
「『
受
虐
婦
女
綜
合
症
』

│
女
性
主
義
対
伝
統
意
義
正
当
防
衛
的
挑
戦
」
中
華
女
子
学
院
学
報
一
九
九
九
年
第
四
期
（
総
第
三
八
期
）

一
七
頁
以
下
。

五
三
一



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
六
四
）

（
38
） 

陳
敏
「
関
注
絶
望
的
抗
争
：『
受
虐
婦
女
綜
合
症
』
的
理
論
与
実
践
」
中
国
婦
女
報
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
日
三
面
を
始
め
、
複
数
の
著
書
と

論
文
が
あ
る
。
本
格
的
に
Ｂ
Ｗ
Ｓ
理
論
を
論
じ
た
も
の
は
、
陳
敏
「
受
虐
婦
女
綜
合
症
専
家
証
拠
在
司
法
実
践
中
的
運
用
」
陳
光
中
等
主
編
『
訴
訟

法
論
叢
』（
第
九
巻
）
法
律
出
版
社
（
二
〇
〇
四
年
）
一
三
四
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
陳
敏
氏
は
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
、
専
門
家
と
し
て

Ｂ
Ｗ
Ｓ
の
証
言
も
す
る
。

（
39
） 

「（
二
〇
一
五
）
浙
温
刑
初
字
第
四
号
」
判
決
書
（
中
国
裁
判
文
書
網http://w

enshu.court.gov.cn/

）。
な
お
、
本
判
決
を
下
し
た
浙
江
省
温

州
市
中
級
人
民
法
院
は
、
家
庭
内
暴
力
に
係
わ
る
案
件
の
審
理
の
試
験
的
法
院
の
一
つ
で
あ
る
。

（
40
） 

趙
秉
志
、
赫
興
旺
、
顔
茂
昆
、
肖
中
華
「
中
国
刑
法
修
正
若
干
問
題
研
究
」
法
学
研
究
第
一
八
巻
第
五
期
（
一
九
九
六
年
）
三
頁
以
下
、
特
に

一
五
│
一
六
頁
。
予
防
防
衛
は
、
防
御
的
緊
急
避
難
と
の
類
似
性
が
あ
る
。

（
41
） 

前
掲
・
陳

「
家
庭
暴
力
反
抗
案
件
中
防
御
性
緊
急
避
難
的
適
用

│
兼
対
正
当
防
衛
拡
張
論
的
否
定
」。

（
42
） 

中
国
に
お
い
て
、
被
疑
者
や
被
告
人
側
は
、
精
神
鑑
定
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
案
件
を
処
理
し
て
い
る
公
安
機
関
、
検
察
院
又
は
法
院

を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
機
関
に
申
請
し
、
当
該
機
関
が
同
意
し
た
場
合
は
、
当
該
機
関
が
委
託
す
る
。
精
神
鑑
定
に
す
る

か
ど
う
か
は
、
案
件
の
処
理
機
関
の
任
意
判
断
に
委
ね
る
。

（
43
） 

鐘
康
安
、
渠
東
「
家
庭
暴
力
受
虐
婦
女
法
医
鑑
定
六
九
例
分
析
」
法
律
与
医
学
雑
誌
一
九
九
六
年
第
三
巻
（
第
三
期
）
一
〇
七
頁
以
下
、
曹
玉

萍
「
家
庭
暴
力
受
虐
者
常
見
的
精
神
障
害
」
張
亜
林
、
曹
玉
萍
編
『
家
庭
暴
力
現
状
と
干
予
』
人
民
衛
生
出
版
社
（
二
〇
一
一
年
）
六
〇
頁
以
下
。

（
44
） 

林
美
月
子
『
情
動
行
為
と
刑
事
責
任
』
弘
文
堂
（
一
九
九
一
年
）
四
頁
。

（
45
） 

屈
学
武
「
死
罪
、
死
刑
与
期
待
可
能
性

│
基
於
受
虐
女
性
殺
人
命
案
的
法
理
分
析
」
環
球
法
律
評
論
二
〇
〇
五
年
第
一
期
五
八
頁
以
下
な
ど
。

（
46
） 

張
光
雲
『
中
国
刑
法
に
お
け
る
犯
罪
概
念
と
犯
罪
の
構
成
│
日
本
刑
法
と
の
比
較
を
交
え
て
』
専
修
大
学
出
版
局
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
七
頁

以
下
参
照
。

（
47
） 

馮
亜
東
、
張
麗
「
期
待
可
能
性
与
犯
罪
動
機
」
北
京
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
第
四
五
巻
第
六
期
（
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
頁
以
下
。

（
48
） 

張
磊
、
余
金
「
受
虐
人
群
殺
人
案
件
的
死
刑
司
法
控
制
研
究
」
法
学
雑
誌
二
〇
一
〇
年
第
三
期
一
二
九
頁
以
下
。

（
49
） 

前
掲
・
王
俊
、
王
東
萌
「
家
庭
暴
力
中
女
性
以
暴
制
暴
的
犯
罪
成
因
」。
ま
た
、
遠
山
日
出
也
「
中
国
に
お
け
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

五
三
二



中
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｖ
法
的
規
制
と
Ｄ
Ｖ
反
撃
殺
傷
行
為
の
刑
事
法
上
の
課
題
（
張
）

（
七
六
五
）

レ
ン
ス
に
対
す
る
取
り
組
み
」
中
国
二
一
Vol. 

27
（
二
〇
〇
七
年
）
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
50
） 

陳
虹
偉
「
同
是
受
虐
殺
夫　

上
海
重
判
一
四
年　

包
頭
軽
判
緩
刑

│
専
家
建
議
統
一
量
刑
標
準
」
法
制
日
報
二
〇
〇
六
年
三
月
二
九
日
五
面
。

（
51
） 
周
斌
「
最
高
法
擬
出
文
件
指
導
渉
家
暴
刑
案
審
判
」
法
制
日
報
二
〇
一
三
年
一
月
一
六
日
五
面
。

（
52
） 
「
最
高
人
民
法
院
公
布
十
起
渉
家
庭
暴
力
典
型
案
例
」
人
民
法
院
報
二
〇
一
四
年
二
月
二
八
日
三
面
。
中
国
で
は
判
例
の
制
度
を
と
っ
て
い
な

い
が
、
こ
の
よ
う
な
典
型
案
例
を
公
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
53
） 

船
山
泰
範
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』
北
樹
出
版
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
。

五
三
三
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